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われわれの問題意識は，今後の信託法の発展の基礎となる信託法理を

探求したいという点にある。そこで，信託にとって重要な 3つの基本問

題を選び，信託の基礎理論を探ろうとするものである。すなわち，信託

財産，受託者の義務，信託の変更の 3つである。信託財産と受託者の義

務は，信託の両輪ともいうべき基本的な構成要素である。また，信託の

変更は，信託を時間的な視点から見たときに，避けることのでぎない重

要な問題であると考えた。

では，なぜ現在，信託の基本法理を検討する必要があるのか。それは

次のような現状に対する認識と将来に対する展望からくる。すなわち，

これまでの信託法理の発展は， 2つの理由で歪められていたのではない

か。今後の信託法理の発展のためには，この歪みの原因を除去し，信託

法理の自由な発展をめざすことが必要ではないか。

信託法の真の発展を歪めていた第 1の要因は，業法による規制であ
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る。これまでの信託法は，信託業法・兼営法などの業法的規制の中で発

展してきた。税法による制約も同様な阻害要因に数えてよい。こうした

制約ないし規制の中で信託法は自由な発展をしてこなかったのではない

か。たとえば，所得税法12条・ 13条が実質所得者課税の原則と称して，

受益者または委託者に所得課税するために，本来信託という制度が，信

託財産が委託者から受託者に移転し，後に受益者に交付されるまで

nobody's propertyの状態を作り出すことに重要な機能を有するにかか

わらず，そのメリットを生かすような信託を使うことが困難であった。

そのために信託本来の機能に即した信託法理の発展も阻害されたきた。

あるいは，他人の金銭を一定目的で分別保管して預かるという関係は，

本来信託として法律構成することが適当な場合が多々あるにもかかわら

ず，信託を業として行う場合には，信託業法による規制により，現在で

は信託銀行しかできないという制約がある。そのために，信託銀行以外

の業者が他人の財産を預かっている場合に，本当は侶託として説明する

のが適当な場合であっても，信託という法律構成を使えないという問題

がある。これは，結局信託法理を歪めることつながり，信託法理の発展

を阻害することになる。こうした信託を規制する業法的規制を取り除

き，信託が自由に発展することが今後の重要な課題である。規制緩和の

ももとで， 自由な発展をにらんでの信託法理を考えたいというのが我々

の希望である。

第2の歪みは，わが国の民事信託の基盤の弱さ，そして商事信託のみ

が発展している状況からくる。商事信託の発展そのものは大いに歓迎す

べきであり，信託法理の重要な発展方向を示すものである。しかし，商

事信託が健全な発展をするためには，やはり民事信託を含めた基礎とな

る信託法理の検討が欠かせない。たとえば，商事信託ではこれまでの信

託法理を必要に応じて発展・修正する必要がある。しかし，どこまで修

正できるのか，何が信託のコアとして維持しなければならないのか，な

ど信託の原点を常に意識しながら考える必要がある。また，商事信託の

発展は，集団投資スキームなどでは，信託がますます会社に近づき，両

制度の違いがどこにあるのか，その差異が合理的なのかといった問題も

- 66-



現代信託法の展望

検討しなければならない。こうした問題を考えるにあたっても，信託と

は何か，その基本原理は何かを常に考える必要がある。

以上のような問題意識から，信託の基本法理を先に挙げた 3つの問題

に即して検討しようというのは我々の問題意識である。具体的には，商

事信託の発展をにらみながらも，それ以外の信託，たとえば遣言代用信

託なども視野に入れた包括的な信託法理を検討することになる。しか

し，商事信託， とくに集団投資スキームなどに特有の問題は，商事信託

の特則として検討すべきであり，我々の報告では対象にしない。たとえ

ば，受益者多数の場合の関係は重要な問題であるが，扱わない。

II 信託財産

1. はじめに

(1) 商事信託と基礎法理

（東京大学法学部教授 能見善久）

周知のように，また，すでに能見報告でも指摘されているように，商
(1) 

事信託法理についての議論がさかんになっている。しかしながら，そこ

において求められるべき商事信託法理とは，民事の信託法理と切り離さ

れた，独立の法理ではなかろう。商法が民法の特別法であり，民法の一

般原則に対する例外を定めるように，商事目的の信託に関する法理は，

まず民事目的の信託に関する法理，言い換えれば信託の一般法理・基礎

法理が確定された後，そのどの部分がどのような変容を受けて特別法理

が形成されるべきか， というかたちで議論されるべきであろう。

しかるに，信託の基礎法理は，残念ながら，現在でも十分に固まって

いるとはいえない。そこで，本シンポジウムは，現代的課題を踏まえな

がら，信託の基礎法理の確立を目指して行われる。この点は能見報告が

述べるとおりである。そのうちで，本報告は，「信託財産」という視点

から，この問題に迫っていきたい。

(2) なぜ信託財産か？
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なぜ，現在，信託財産という観点からの検討が求められるか。その問

題意識は次のとおりである。

① 分別管理義務の普遍化
(2) 

現在，金融サービス法の制定論議がさかんである。新しい法制度の重

要なポイントは，現在の法制が，様々な投資商品について，その法形式

信託，保険，証券購入委任等 や運用対象ごと縦割りの規制を行

う仕組みになっている点を改め，金銭を預けて運用させるという実質に

着目して，横断的な規律を行う仕組みを作ろう， というところにある。

そして，横断的規制の中身の一つとして，資金運用者・保管者に広く分
(3) 

別管理義務を課すべきことが説かれている。

信託受託者は，信託法28条によって分別管理義務を負うが，これまで

も信託受託者以外の者について分別管理義務を課す規定がいくつか存在

した。商品取引所法92条の 2'保険募集の取締に関する法律12条（現在

は廃止），証券会社の健全性の準則等に関する省令9条4号等がその例

である。これらの規定は，分別管理義務が果たされることによって生じ

る効果については語っていないが，効果もないのに分別管理義務だけを

課すというのは妙な話であり，商品取引員，損害保険代理店，証券会社

が倒産したとき，分別管理されている財産は倒産財団に組み込まれない

という効果が生じることが前提となっていると考えるべきであろう。そ

して，現在の金融サービス法論議においては，分別管理義務はまさに倒

産隔離機能を正面に据えて議論されており，分別管理されている財産が

倒産から隔離されるということが当然の前提となっている。そして，倒

産から隔離されるということになれば，差押え不可という結論もごく自

然に出てくる。・

しかし， こうなってくると疑問が生じてくる。これまで，債務者名義

の財産であるのに原則として差押えが許されないとか，当該債務者の倒

産時に倒産財団に組み込まれないとかの効果は，信託ならではのものだ

と考えられてきた。しかるに，様々な法律関係において，分別管理義務

が果たされていれば同様の効果が生じるのならば，信託の独自性はどこ

にあるのか， ということである。
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② 2つの道

ここで 2つの道がある。

1つは，「信託」を，これまで考えられてきたよりもかなり広いもの

として考える， という道である。弁護士が依頼者から金銭を預かり，分
(4) 

別保管することも信託と考える。証券会社が一定の金銭を預けられ，指

示に従って，一定の証券を購入し，さらにその証券を預かっておく。こ

れも信託だと考える。信託銀行の業務だけが信託なのではなく，広く信

託は行われている， という見方である。

もう 1つは，証券会社等が顧客のために財産を分別して管理すること

によって，一定の私法上の効果が生じるとしても，それは信託とは別の

法的メカニズムによる，と考える道である。

この見方のどちらが適当かは，信託の基礎法理を考えるにあたって重

要な意味を有する。そして，その際には，信託における責任構遮，およ

び，信託財産の法的な位置づけを， より自覚的に考えてみることが必要

である。本報告が，信託財産に着目するのは，まさにこの理由による。

2. 考察にあたっての前提問題

(1) イングランド法と日本法との違い

① さて，わが国信託法の定める信託において，その責任構造いか

ん，が必ずしも明快になっていない。このことは， もちろんわが国の信

託法研究の立ち遅れを示している。しかしながら，イングランド法と比

較した場合のわが国信託法の特色が，その議論を困難にしている面もあ

る。イングランド法においては，信託の責任構造は比較的簡明に理解で

ぎるのである。

② イングランド法においては，受託者Aが第三者Dと取引を行った

とき， Dとの関係では，その取引が受託者としての資格でAにより行わ

れたものか否か，その取引が信託の本旨に適合しているか否かは，対第

三者責任を考える際に間題とならない。ただ単にAとDとの取引だとい

うことに尽きるのであって， Dは，いずれにせよAの個人財産しか自ら

が有する債権の引き当てにすることはできず，信託財産に手を伸ばすこ
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とはできない。一方， Dから給付される財産は，当該取引が当該信託の

本旨に合致しているときには，信託財産となり，他方，当該取引におい

てAが負担した債務のために，信託財産に対してAが求償権を有すると

いった効果は生じるが， Dは直接に信託財産を引き当てにすることはで

きず，あくまでAの個人財産にかかっていくことができるのみなのであ

る。

③ これに対して， 日本の信託法は，その16条で，信託財産の差押え

禁止から「信託事務ノ処理二付キ生シタル権利二基ク場合」を除外して

いる。ここから問題が複雑化してくる。つまり， DがAと取引をしたと

ころ，それが「信託事務ノ処理」に該当するならば， Dは，直接に信託

財産を自らの債権の引き当てとすることができる。そして，それに加

え， Aの個人財産を引き当てにすることもできる。信託事務の処理であ

るところの取引による債権者は，信託財産とA個人財産の双方にかかっ

ていくことがでぎるのである。

④ 以上のことは，受託者の対第三者責任とか，信託財産の独立性と

かを考えるにあたって，意識しておかなければならない。

(2) 委任における責任構造

① 信託における責任構造を考えてみる準備作業のもう一つとして，

委任における責任構造を考えてみたい。もっとも，ーロに委任といって

も，金銭を受任者に渡し何かを購入させる，金銭以外の物を預けてそれ

を売却させる，金銭を預けないままに何かを購入させるなど，いろいろ

なパターンがあるが，ここでは，それらの複合形態を考える。つまり，

受任者に預けた財産には金銭も他の種の財産もあり，かつ，それらを用

いて，別の資産を購入することが委任されている場合である。

② このとき，少なくとも金銭以外の財産については興味深い結果が

生じる。たとえば，甲動産が受任者Aに預けられ，それを売却整理する

こと，および，他の乙動産を購入することが委任されているとき， Aが

第三者Dと乙動産についての売買契約を締結したとする。この売買契約

はAの名前で行われているので， Dは， Aの財産だけしか自らの代金債
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権の引き当てにすることができない。ところが， Aが委任者sから預
かっている甲動産は，それについて売却の委任がなされているだけで，

所有権は未だSにあると考えられるから， Dは甲動産を差し押さえるこ

とができないことになる。他方， AとDとの間の売買契約，つまり乙動

産の購入契約が当該委任の趣旨に合致しているものだとすると， Aは乙

動産を Sに移転する義務を負う。そして，受任者が当該財産を取得した

時点でそれを委任者に移転する旨の合意を委任者と受任者との間であら

かじめ行っていれば，受任者が当該財産を取得したときそれが当然に委

任者に帰属することになると解されており，さらに，このようなあらか

じめの合意は，委任者が受任者に特定物の買い入れを委託し代金を交付
(5) 

した場合には，その存在が推定されるとされている。そうすると， D

は，乙動産も自らの債権の引ぎ当てにはでぎないことになる。

金銭については，その所有権は占有者にある， というのが一般的な見

解である。しかしながら，学説上は，少なくとも，預けられた金銭が分

別され，特定性を維持して存在しているとぎには，預けた者に所有権が
(6) 

残ったままになる， という考え方も有力であるし，判例自体，必ずしも
(7) 

「金銭占有者＝所有者」という命題を貫いているわけではない。そうす

ると，上に述べた動産の場合と同じ結論に至る可能性もある。すなわ

ち， SがAに預けた金銭も， DのAに対する債権の引き当てにはならな

いのである。

③ 興味深いことに，以上の結果は，イングランド法における信託の

もたらす結果に等しいものである。そうすると， 日本法における Sの保

護は，信託の場合よりも委任によってこそ達成できるのではないか，と

いうことが問題となる。この問題の検討は後に譲るが，ここでは，議論

の前提として，そういった可能性もある， ということを指摘しておき，

具体的な問題へと検討対象を移したい。

3. 信託財産に対する補償請求

(1) 英米法における補償請求権の重要性

受託者が信託事務の処理にあたって要した費用を信託財産に求償でき

- 71 -



信託法研究第24号

る， ということは，イングランド法のような信託法理をとるときは，取

引の相手方Dにとって重要となる。 Dは，直接には信託財産を差し押さ

えることができない。しかしながら， Aが信託財産に対して有する補償

請求権はAの個人財産であり，これを差し押さえることによって，間接
(8) 

的に信託財産に手を伸ばせることになるのである。

ところが， 日本法における信託においては，「信託事務ノ処理二付生

シタル権利」の債権者であるDは，信託財産を差し押さえることができ

る（信託法16条 1項）。こうなると，少なくとも Dにとっては， Aが信

託財産に補償請求権を有することが自分の利益になるわけではない。

(2) 日本法における補償請求権の意味

① それでは，わが国の信託法において，受託者の補償請求権にはい

かなる意味があるのか。受託者にとって立て替え分を取り戻すという意

味があるのは当然であり，ここで問題とするのは，民法650条の定める

受任者の費用償還請求権に比較したときの独自の意味である。ここで

は，民法650条に定められておらず，信託法36条 1項に固有な規律が注

目されることになる。具体的には，受託者の補償請求権については，

「他ノ権利者二先チテ其権利ヲ行フコトヲ得」とされていることであ

る。

なぜ，受託者の補償請求権には優先権が与えられているのか。この点

は，従来，十分に詰めて考えられておらず，ただ，何となく，受託者の
(g) 

保護のためだと理解されてきたようである。ところが，信託事務の執行

について生じた権利の債権者Dとの関係で受託者Aが優先権を得ても，

Aにはメリットはない。なぜならば， DはAに対しても債務の支払いを

請求でき， Aの個人財産に対しても執行できるのだからである。それで

は実際に利益を享受するのは誰か。

② それは，まずAに対する一般債権者である。次のような例を考え

よう。

信託財産の現存価値が100万円，信託財産に対して執行する権利を

持った債権者Dの債権総額が150万円，受託者Aの補償請求権が50万円
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分，受託者の個人財産（補償請求権を除く）が50万円，受託者に対する

債権者Gの債権総額が100万円だとする。受益者に対する補償請求権は

除いて考える。

このとき， Aの補償請求権がDの権利に劣後するとしたら， Dはまず

信託財産から100万円を回収し，残りの50万円をAに請求していくこと

になる。しかるに， Aに対しては，他の債権者としてGが存在するか

ら， Aの個人財産50万円をDとGとの債権額に応じ，すなわち 1対2の

割合に分けることになる。その結果， Dは約117万円， Gは約33万円を

回収でぎる。

次に， Aの補償請求権がDの権利と平等だとすると，信託財産は， D

に75万円， Aに25万円が分配される。 Dは残りの75万円をAに請求して

いくことになる。 Aの個人財産は25万円が信託財産から回収された結

果， 75万円となっているが，これを， DとGとが， 3対4の割合で分け

る，すなわち， Dに約32万円， Gに約43万円が分配される。したがっ

て，最終的には， Dは約107万円， Gは約43万円を回収でぎる。

最後に， Aの補償請求権がDの権利に優先すると考えると，信託財産

はまずAに50万円が分配され，残りの50万円がDに帰することになる。

Dは残りの100万円をAに請求していくことになり，補償請求権の行使

によって100万円となったAの個人財産が， DとGとに 1対 1の割合で

分配される。したがって，最終的には， Dは100万円， Gは50万円を回

収できるのである。

以上のいずれの場合にも， Aは利益を得るわけではない。 Aへの優先

権の付与によって利益を得るのは， Gなのである。

「他ノ権利者」には受益者も含まれよう。このときは，仮に受益内容

がたとえば500万円与えられる， と確定的に表示されていても，費用を

差し引いた信託財産の総量が500万円に満たないときには， 500万円に満

たない額しか取得できない。これはこれで当然であろうが，債権者との

関係については一見したところとは異なる効果を生じさせるのだ， とい

うことは指摘しておきたい。

③ (a)信託財産に対して執行する権利を有する債権者のうちに，信託

- 73 -



信託法研究第24号

財産を目的物とする担保権を有するものが存在するときについては，さ

らに検討してみなければならない。
(10) 

受託者の有する権利を質権と同順位と見るという学説もあるが，信託

法36条 1項は単に「他ノ権利者二先チテ」とのみ規定しているのだか
(11) 

ら，最優先順位だと考えるのが素直なように思われる。しかし，結論か

らいえば，担保権者には劣後すると解釈すべきではないか， と考える。

(b)まず，当該担保権の被担保債権が，信託事務の執行に付き生じた債

権ではない場合を考えよう。このときは，そもそも，担保目的物たる当

該財産は，担保権分がマイナスとなった状態で信託財産となっていると

考えるべきである。そもそも抵当権の設定されている不動産が信託財産

とされ，あるいは，信託事務の執行として当該財産が受託者により購入

された（第三者所有の抵当権付き不動産を受託者が購入した）からと

いって抵当権者が権利を失うのはおかしい。また，信託設定後，受託者

の個人財産を被担保債権とする抵当権が設定されたとすると（それが，．

信託違反であるか否かは場合による），当該抵当権者の権利に受託者が

優先するのは妙である。さらに，信託事務の執行過程で信託財産をもっ

て物上保証が行われた場合には，その時点で，信託財産から担保権部分

が流出したと考える方が，物上保証人の合理的な期待を害しないであろ

゜
ぶ
ノ

(c)次に，当該担保権の被担保債権が，信託事務の執行に付き生じた債

権の場合については，先ほど挙げた例を少し変容して考えよう。

信託財産の現存価値が100万円，信託財産に対して執行する権利を

持った債権者D1の債権額が100万円で，この全額につき信託財産に担保

権を有していたとする。信託財産に対して執行する権利を持った債権者

はもう一人D2がおり，その債権額も100万円であるが，この者は無担保

債権者である。受託者Aの補償請求権が100万， Aの個人財産（補償請

求権を除く）が50万， Aに対する債権者Gの債権額は100万円である

が，このうち50万円分はAの個人財産上の担保権の被担保債権であると

する。

このとき，担保権を有する D1よりも， Aが優先的に補償請求権を満

- 74-



現代信託法の展望

足できるとすると，まず，信託財産は全額Aが取得する。その後， 150

万円となったAの個人財産に， D1（債権額100万円）， D2（債権額100

万円），および， G （債権額100万円）がかかっていくことになるが， G

は，まず担保権を実行し50万円を確保できる。そこで，残りの100万円

がD1,D2, Gに2対 2対1の割合で分配されることになる。結局， D1,

D叫各40万円， Gは70万円を取得する。

ここでは 2つの妙な結果が生じている。

1つは， D凸 D2のうち，前者は担保権を取得していたのに，結局は

同等に扱われる結果となったことである。

もう 1つは， D什ま債権額100万円全額について担保権を有し， Gは債

権額100万円のうち50万円分だけについて担保権を有していたのに，後

者の方がより多くの債権額を回収できる結果となったことである。

(d)以上の不合理さを免れるためには，受託者の補償請求権が信託財産

上に担保権を有する者の権利に劣後すると考えるほかはないのである。

受託者の補償請求権に優先権を与えることの法的意味を，受託者に対す

る個人債権者を保護することであり，受託者を保護することではない，

と考えるときには，以上の結論に違和感を覚える必要はないと考える。

ただ，一点問題となるのは，信託法54条2項である。受託者の交代が

あったとき，旧受託者は保証を受けるまで信託財産を留置しうる。留置

権は，それ自体としては優先弁済権を有しないが， 目的物が動産の場

合，留置権者が目的物を執行官に提出することを拒む限り，他の債権者

はそれを差し押さえることができないし（民執124条， 190条）， 目的物

が不動産の場合，差押え・競売手続における競落人は留置権の被担保債

権を弁済する責めを負う（民執59条4項， 188条）。その結果，留置権者

は事実上，最優先順位の優先弁済を受けることになる。しかるに，旧受

託者は，受託者である時点には信託財産上の担保権に劣後する権利しか

有していなかったのに，受託者の交代があれば，担保権者に優先する権

利を取得するのは妙ではないか， ということである。

この点では，まず，信託法54条2項の権利は，通常の留置権とは異な

る性質を有することを指摘しなければならない。まず，民法上の留置権
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を考えると，同留置権は被担保債権と物との牽連関係が存在する場合に

も認められる（民法295条）。しかるに，信託法54条 2項の権利は，信託

事務を処理するにあたって負担したところを被担保債権とし，集合財産

としての信託財産全体について生じるものであり，個々の財産との間の

牽連関係は要求されていない。次に，商法上の留置権を考えると，同留

置権は債務者所有の物について生じるものであるところ（商法521条），

新受託者は旧受託者に対して補償義務を負っていないのであるから，信

託財産は債務者所有のものとはいえない。

加えて，信託法54条 2項の権利は，その目的がはっきりしないことも

指摘しなければならない。新受託者は旧受託者に対して，その個人財産

をもって補償する義務を負わない。せいぜい信託財産を用いて補償する

必要があるだけであり，かつ，新受託者は信託財産について個人的な利

益を有しない。留置権の機能として通常説かれるのは， 目的物の占有を

取得したい者に対し，間接的に債務の弁済を強制するということである

が，以上のような点に鑑みるならば，その機能はまったく生じないもの

というべきである。

さて，そうすると，信託法54条 2項の定める「留置スルコトヲ得」と

いう権利については，通常の留置権とは異なる解釈が可能ではないか，

と思われる。しかし，結論は留保したい。

4. 受益者に対する補償請求権

(1) 趣旨

① 信託法36条 2項の定める受益者に対する補償請求権については，

「受託者・受益者間に補償の約束がある場合は別として，いかなる場合

に受託者の受益者に対する償還請求を認めるべきかは，困難な問題をは
(12) 

らんでいる」と指摘されている。補償義務を負う主体を自益信託の受益

者に限るか否か，同条3項に基づく受益権の放棄がいかなる場合に許さ

れるか，等が問題とされてきた。しかし，その前提として，受益者の補

償義務発生のメカニズムについては十分に詰めて論じられてきたとはい

えないように思われる。
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また，近時の実務的な問題としては，一方，特定金銭信託や土地信託

においては，受益者の補償義務を強化し，受益権放棄によって補償義務

を免れることを制約する必要性が説かれ，他方では，商品ファンドのよ

うな金融商品で信託が用いられるとぎ，受益者の有限責任の確立が必要
(13) 

だと説かれもする。もちろん，これらの問題を立法的に解決することも

可能であり，かつ，必要ではあるが，立法を行うとしても，どのような

立法が従来の信託の考え方に適合的であり， どのような立法が従来の信

託の考え方を変容するものなのか，が問題となってくる。

いずれにせよ，受益者に対する補償請求権の趣旨は，これまで以上に

明確に意識されるべきである。

② まず，アメリカ法を参考にしてみよう。

「アメリカでは，受益者の補償義務は原則として（受託者・受益者間
(14) 

に補償すべき旨の合意がないかぎり）否定されている」という理解がこ

れまで一般的であったように思われる。しかしながら，アメリカ法にお

いて否定されるのは，受益者の補償義務が信託法理に内在している， と

いうことにすぎない。具体的な事案においては，受益者の補償義務が認

められることも多い。ある判決を引用しておこう。

「受託者と代理人との区別は，名義だけではく，財産のコントロール

にも存する。受託者が，信託の事務執行につきすべてのコントロール権

限を有しているならば，受益者は個人的な債務を負わない。しかしなが

ら，受益者が受託者や事務執行に対するコントロール権限を留保してい

るとぎには，受託者は受益者の代理人とみなされるのであって，受益者
(15) 

は自分自身の契約につき責任を負うのである」。

また，事業信託の受益者が信託の執行に完全なコントロール権限を有

するならば，信託はそもそも虚構であり，受益者は組合員として責任を
(16) 

負うとされる。

これに対して，イングランド法は，受益者の補償義務を原則として認
(17) 

めているといわれる。しかしながら，判決として現れた事例は，（a)受益
(18) 

者が受託者に対し受託者となることを依頼したもの，（b）受益者が信託設
(19) 

定者であるもの，（e）受託者が信託事務の執行につきコントロール権限を

-77-



信託法研究第24号
(20) 

有しないもの，である。 (a)および(b)は当事者の意思の問題としても処理

しうるものであるし，（c）はアメリカ法と共通の要素を有するものなので

ある。

そうすると，一方，イングランド法においても，受益者の補償義務

を，信託のメカニズムのなかに本来的に組み込まれていると考えている

とはいえないし，他方，アメリカ法においても，代理や組合といった別

の法理によって，受益者の補償義務を認めていることがわかるのであ

る。

③ わが国信託法36条 2項についても，これを信託法理の中に取り込

んで説明することは，無理があるのではないか， と思われる。それより

も，アメリカ法やイングランド法で認められている事例のように，本

来，わが国では民法650条の適用または類推適用の問題として処理でき

る場合につき，疑念を避けるために信託法中に規定をおいた，と考える

べきではないだろうか。

しかしながら，信託法36条2項の規定は，文言上は広範なものとなっ

ており，以上のような限定をそのまま解釈論として主張することは困難

である。この点では，同条同項を同条3項とセットにして考える必要が

存するように思われる。

(2) 信託法36条 3項との関係

① 信託法36条 2項の受益者の補償義務を，民法650条と同趣旨の規

定と見て，その適用範囲を基本的に同一にしようとすると，なぜ信託法

36条 3項は受益権の放棄によって補償義務を免れることを認めているの

か，その理由が不明確になる。委任においては，委任者が後になって権

利を放棄することによって費用償還義務を免れることはできないからで

ある。

この点では，信託法36条2項が，（a）受益者が受託者に対し受託者とな

ることを依頼した，（b）受益者が信託設定者である，（c)受託者が信託事務

の執行につきコントロール権限を有しない，といった限定なく，広く受

益者の補償義務を肯定していることが重要であろう。次のように考える
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べきである。

アメリカ法やイングランド法の判例法理をそのまま採り入れるなら

ば，受託者は以上掲げたような特別の事情の存在を立証し，信託法理外

での責任を受益者に対して追及しなければならないはずである。しか

し，それは受託者にとって負担であるし，わが国における信託法立法時

点，さらには現在における信託の用いられ方に鑑みると，以上に掲げた

ような事情の存在を推定することは不合理ではない。そこで，原則とし

て，受益者の補償義務を認めるという構成を採用した。

しかし，それでは，逆に受益者にとって，本来，責任を負うべきでは

ない場合にまで責任を負わせられてしまうという問題が生じる。このた

め，受益者に正当に責任を免れる場合を認める必要があり，信託法36条

3項がその方法を定めた。

② さて，そうすると，補償義務を免れるための受益権放棄は，次の

ような要件のもとに認められると解釈すべぎではあるまいか。

まず，（a）受益者が受託者に対し受託者となることを依頼した，（b）受益

者が信託設定者である，（c）受託者が信託事務の執行につきコントロール

権限を有しない， といった事情のある場合には，受益権放棄は許されな

い。このときは，信託法36条 3項が受益権放棄というかたちで受益者が

責任を免れることを容認している場合に該当しないというべぎである。

もっとも，これが条文の文言上，困難な解釈であるとするならば，次の

ようにいってもよい。すなわち，受益権放棄によって受益者は信託法36

条2項に定める補償義務を免れる。しかしながら，上記の事情のあると

きには，受益者は，民法650条によって費用償還義務を負う， というわ

けである。信託法理外で受益者に責任を課すアメリカ法の下で，受益権

放棄が免責の効果を導かないことはもちろんのこと，一見，信託法理中

で受益者の責任を認めているようにみえるイングランド法においても，

上記の事情のあるために受益者が責任を負う場合については，受益権譲

渡があっても旧受益者はそのまま責任を負い続ける， と解されているこ
(21) 

とに注意したい。

次に，以上のような事情のない場合については，受益権放棄によって
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受益者は責任を免れる。しかし，この場合も，受託者からの補償請求に

対して，受益権の放棄という選択をとらないとき限り，その時点までに

発生した損失についてはもちろんのこと，その後の損失についてももは

や責任を免れえない，と解すべきであろう。受益権を放棄しないで受託

者に対し信託の続行を求めた限りは， もはや上記に述べた事情のある場

合に転化すると考えることがでぎるからである。言い換えれば，同項

は，信託財産が実際にマイナスになり，あるいは，信託財産から費用を

回収すると信託の目的が達成できなくなるとき，受益者に対して，信託

から離脱するか，あるいは，損が出ても自分が埋め合わせるからという

約束の下，信託を継続することを受託者に指示するか，の選択を迫ると

いう意味を有するのである。

5. 第三者保護と分別管理

(1) 第三者との間の相殺

① 次に，第三者との間の相殺の問題に移ろう。

信託法17条が禁止している相殺は，「信託財産二属スル債権」と「信

託財産二属セサル債務」との相殺である。これは相殺の意思表示者がど

ちらかについては規定していないから，受託者からだけでなく，相手方

Dからの相殺も禁止されていると考えられる。また，そのように解釈し

ないと，結局，「信託財産二属セサル債務」についての債権者である D

は，「信託事務ノ処理二付生シタル権利」に基づく者ではないにもかか

わらず，一定の信託財産（＝「信託財産二属ス）レ債権」）を自らの債権の

引き当てにできることになり，信託法16条1項との矛盾が生じてしまう

のである。

しかし，その妥当性には疑問も生じる。たとえば，受託者Aが，甲動

産をDに売却し，売買代金債権が発生した。しかるに，甲動産は信託財

産であった。こうなると，甲動産の売買代金債権は「信託財産二属スル

債権」となる（信託法14条）。しかるに， Dは，以前からA個人に対し

て貸金債権を有しており，甲動産の購入にあたっても，代金は貸金債権

と相殺するつもりでいた。この場合に相殺を否定することは， Dの正当
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な期待を裏切ることになるのではないか，というわけである。

しかし，この点は逆にも考えることができる。甲動産は信託財産で

あった。したがって， Dは，それを自らの貸金債権の引き当てとして期

待することがでぎなかった。しかるに，それが金銭債権に変容したら，

突然に相殺の原資となるという結論はかえっておかしいのではないか，

というわけである。

どのように考えるべきであろうか。

② 後者の論理には，若干のゆがみがあるというべぎであろう。

甲動産が信託財産である，ということは，それがAに対する債権者に

とって一般的担保にはならない， ということを基礎づけるのみである。

これに対して， Dが，甲動産の売買代金債権を自らの相殺原資として特

定的に期待した場合は別個に考える余地がある。

法技術的には，民法478条の類推適用を考えることがでぎる， と思わ

れる。

(2) 有体物についての信頼保護

① 以上のように相殺の問題を考えるならば，次に，たとえば，有体

物である乙動産をAが占有しているのを見て，これは自己の債権の引き

当てになるものだろう，と考えて， Aの信用力を判断したDがいるとき

が問題になってくる。 Dは，特定的に乙動産を期待したのであって，そ

れが，あとになって，信託財産であるから信託法16条によって差押えの

対象とならない， とされたのでは， Dに不測の損害をあたるのではない

か， というわけである。

もっとも，このとき， 2つの問題を分けて考えなければならない。

第1は，当該財産が信託財産であることを知っていたが，自分との取

引は「信託ノ本旨」に従ったものであり，自分は「信託事務ノ処理二付

生シタル権利」の債権者であると誤信して，差押えの期待を形成したD

をいかに保護するか， という問題であり，第2は，当該財産を信託財産

ではない， と信じたDをいかに保護するか， という間題である。

順に考えよう。
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② 第1の局面における保護は，信託法31条とのバランスからも認め

られるべきように思われる。すなわち，信託財産の処分を受けた第三者

は，その処分が信託の本旨に反した処分であることにつき悪意・重過失

でない限り，有効に権利を取得するわけであり，そうであるならば，債

権取得の場合も同じように考えるべきではないか。

もちろん，これは英米法との比較からは支持されえない結論である。

しかしながら，すでに繰り返し述べているように，英米信託法において

は，「信託事務ノ処理二付生シタ権利」の債権者も信託財産は差し押さ

ええないわけであり，そもそも第1の局面における保護の問題は生じな

いのである。

試論ではあるが，信託法31条の趣旨から，少なくとも善意無過失者は

保護されると解すべきである。

③ これに対して，第 2の局面における保護はどうか。まず，登記・

登録すべき財産につき，信託の登記・登録がなされているときには問題

にならない。登記・登録すべぎ財産ではない財産についてのみの問題で

昇。
結論としては，分別管理義務をもう一度積極的に位置づけてみること

が必要ではないか， と考える。

(3) 分別管理の効果

① まず，委任との比較を試みよう。

委任事務の遂行によって受任者が取得した財産については，たしか

に，民法646条に従って，受任者は委任者に対して当該財産の権利移転

および引渡義務を負い，また，権利移転については，受任者が当該財産

を取得した時点でそれを委任者に移転する旨の合意を委任者と受任者と

の間であらかじめ行っていれば，受任者が当該財産を取得したとき，そ

れが当然に委任者に帰属し，かつ，以上のようなあらかじめの合意は，

その存在が推定されるといわれている。このことはすでに指摘した。

しかしながら，以上のような合意にしたがってなされる権利移転につ

いては，対抗要件が具備されていない。動産については，それでもあら
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かじめの占有改定の合意まで認めることもできるかもしれないが，裏書

等を譲渡の対抗要件とする有価証券，通常の指名債権等は対抗要件をあ

らかじめ備えることが困難である。

ところが，冒頭で述べたように，近時の金融サービス法論議において

は，分別管理がなされていれば倒産隔離の効果が生じることが前提と

なっているように思われる。これは，所有権移転について，分別管理を

新たな対抗要件として認めるという解釈がうち立てられようとしてい

る，というべきなのではないか。もちろん，すべての者に対する対抗要

件ではなく，特定的な譲受人との関係では効力は念頭に置かれていな

い。しかしながら，少なくとも，差押債権者，破産管財人，相続人等と

の関係では，所有権移転の対抗要件について，民法上規定されているも

の以外に，新たに分別管理という方法が認められる可能性が，近時の議

論には秘められているのである。

② 話を信託に戻そう。

所有権移転の対抗要件として分別管理が認められるのならば，信託に

ついては分別管理では対抗要件とならないとするのはアンバランスであ

る。そうであるならば，差押債権者，破産管財人，相続人等に対する関

係では，分別管理を，正面から信託の対抗要件であると認めてよいので

はあるまいか。

もっとも，それでは，信託法3条との関係をどのように解するのかが

問題となりそうである。しかし，同条でいう「第三者」は信託法31条で

予定する処分の相手方に限定されると考えてもよいように思われる。実

際，差押え債権者などは，民法177条の関係でも第三者と認めるべきで
(23) 

はない， という議論が有力に説かれており，処分の相手方だけを特別扱

いする理由は十分にあるだろう。

6. むすびにかえて

① さて，所有権の移転があったことについても，また，当該財産が

信託財産であることについても，少なくとも一定の範囲で分別管理を対

抗要件とする， という解釈論を採るとき，最後に残ってくる問題があ
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る。集団投資スキームの受け皿として匿名組合が用いられたとき，匿名

組合における分別の効果はどのようにとらえるべきなのか。また，保険

会社にもとりわけ特別勘定上の財産について分別管理義務を課すべき

だ， という議論があるが，これをいかにとらえるべきか，である。

匿名組合においては，「匿名組合員ノ出資ハ営業者ノ財産二帰ス」こ

とが商法536条 1項に明記されており，その財産の所有権が匿名組合員

にあるとはいえない。保険会社に対して支払われた保険料，および，そ

れによって投資された財産もそうである。しかし，それについて分別管

理義務を課そうとし，倒産隔離という効果が生じることを前提とするの

が，近時の議論なのである。

② 所有権の所在に依拠できないとするならば，ここでは，もはや匿

名組合や保険会社が信託受託者であることを正面から認めるべきであろ

う。そして，その財産が信託財産となっていることは分別管理によって

破産管財人等に対抗できる， と考えるのである。

所有権の所在によって処理できる範囲，すなわち通常の委任等の局面

では，それをあえて信託という必要はない。しかし，処理でぎない範囲

についてまで倒産隔離の効果が認められるべぎだとするのならば，それ

は信託だととらえるべきである。

信託の健全な発展のためには，信託銀行の行っている業務だけが信託

であると考えるのではなく，所有権概念を中核とする法制度のなかでの
(24) 

信託の役割・位置づけを考えて行くべきである。

③ 本報告では，いくつかの局面を取り上げて信託財産について考察

した。もっとも，不十分な各論的考察に終始し，まとめ切れていないこ

とは認めざるをえない。今後，検討を続けたいが，各論的な詰めが総論

的な問題を明らかにしていくものだと考えている。不十分な考察であっ

ても，将来の議論のため，何らかのきっかけにでもなれば幸いである。

(1) 神田秀樹「商事信託の法理について」信託法研究22号49頁以下 (1998

年）、鴻常夫編『商事信託法制』 (1998年）など参照。

(2) 松野知之「新しい金融の流れに関する懇談会『論点整理』の概要」金
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法1522号81頁以下 (1998年）、「特集・金融サービス法への論点」金法

1554号 6頁以下 (1999年）など参照。

(3) 中村広樹「金融審議会第1部会『集団投資スキームに関するワーキン

ググループ』レポートの概要」金法1554号31一32頁 (1999年）参照。

(4) 1998年 6月19日に施行された東京弁護士会の預り金取扱会規では、会

員が依頼者から預った金銭（以下「預り金」という）を自已の金銭と明

確に区別し得るよう記帳し、または、記録して保管しなければならず、

ー事件または一依頼者につき預り金の合計額が50万円以上の金員を銀行

その他の金融機関の14営業日以上にわたって保管するときは、預り金の

保管のみを目的とする口座に入金して保管しなければならない、とされ

ている。東弁新聞1998年 9月20日参照。

(5) 道垣内弘人『信託法理と私法体系』 187-188頁 (1996年）参照。

(6) 同上・ 202-205頁参照。

(7) 道垣内弘人＝佐伯仁志「対談・民法と刑法第 1 回•寄託された現金」

法学教室223号43頁以下 (1999年）〔道垣内発言〕参照。

(8) 道垣内弘人「オーストラリア信託法における事業信託の若干の問題」

『コモン・ロー諸国における受託者の職務・権限に関する研究（トラスト

60研究叢書）』 97ー 98頁 (1997年）参照。

(9) 三淵忠彦『信託法通釈』 170-171頁 (1926年）、青木徹二『信託法論』

283頁 (1926年）。

(10) 三淵・前掲書172頁。

(11) 入江真太郎『全訂信託法原論』 326頁 (1933年）。

(12) 四宮和夫『信託法〔新版〕』 293頁 (1989年）。

(13) 神田秀樹「コメント」鴻・前掲書81頁。

(14) 四宮・前掲書293頁。

(15) Just Pants v. Bank of Ravenswood, 483 N.E. 2d 331, 334 (1985). 

(16) G.G. Bogert, et al., Cases and Text on the Law of Trusts 455 (6th ed., 

1991). 

(17) 四宮・前掲書293頁。

(18) Jervis v. Wolferstan (1874) L.R. 18 Eq. 18, at 24. 

(19) Matthews v. Ruggles-Brise [1911] 1 Ch. 194. 

(20) Hardoon v. Belilios [1901] A.C. 118. 

(21) P.H. Pettit, Equity and the Law of Trusts 462 (7th ed., 1993). 

(22) 登記・登録すべき財産ではない財産についても、信託財産であること

の明認方法がなければ、その財産が信託財産であることを第三者に対抗
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できない、という説もありえないではない。しかし、第 3条の解釈から

して困難であろう。

(23) 鎌田薫「対抗問題と第三者」星野英一編集代表『民法講座2物権(1)』

118頁 (1984年）参照。

(24) 道垣内弘人「『預かること』と信託—『信託業法の適用されない信託』

の検討」ジュリ 1164号81頁以下 (1999年）も参照。

llI 受託者の義務

1. はじめに

(1) 問題関心

（東京大学教養学部助教授 道垣内弘人）

わが国の信託法（大正11年4月21日法律62号）の適用を受ける信託に

おいて，受託者が，受益者に対してどのような義務と責任を負うかとい

う問題は，他人に，多くの場合，専門家である他人に，自己の資産の管

理や運用を委ねることを内容とする取引の社会的重要性が増大している

今日，考察を深める必要性があると考えられる。

しかし，信託法による規律として，受託者がどのような義務を負うか

については，現在まで裁判例がきわめて乏しいという事情が一方にあ

る。他方に，わが国の社会経済において現実に行なわれている多くの信

託が，信託銀行を受託者とするものであって，その信託銀行の行動は，

信託法と共に，あるいは，それ以上に，信託業法（大正11年4月21日法

65号）・兼営法（昭和18年3月11日法43号）によって規律されるという

性格を帯びているように思われる。

さらに，金融サービス・金融取引について，監督当局による事前の裁

量ある規制によって利用者・顧客の保護を図る手法から，民事法上の

ルール，すなわち，当事者間の権利義務に関する要件効果のルールを，

必要であれば明確にして，整備し，利用者。顧客が自ら司法に救済を求

めることができる環境を改善しつつ，金融サービス業者は，自ら個社

で，または，業界によって，自主的に規律を行なうことで，利用者・顧
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客の保護をはかり，同時に，金融サービス・金融取引を活性化する方向

性を探るべきであるという提言が，近時，行なわれている。これらの事

情を前にするならば，受託者が，受益者に対してどのような義務を負う

か，そして，その義務違反の効果，すなわち，義務違反があった場合に

受益者に与えられる救済の手段は何かという問題は，今日，極めて重要

な課題であると考えられる。

そこで，本報告では，受託者の義務に関する民事法上のルールを明ら

かにするために，以下のような作業を，行なうこととする。すなわち，

主として，信託法20条， 22条の規定にもとづき，また，民法上の委任契

約における受任者，同じく代理における代理人，商法上の株式会社にお

ける取締役に関する法規律の内容を参照しつつ，受託者が負う義務の内

容について，善管注意義務，忠実義務を中心に，考察を行なう。

(2) 信託法が定める受託者の義務と責任

信託法は，受託者の義務について， 4条が，「受託者ハ信託行為ノ定

ム）レ所二従ヒ信託財産ノ管理又ハ処分ヲ為スコトヲ要ス」と定め， 20条

が，「受託者ハ信託ノ本旨二従ビ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ信託事務

ヲ処理スルコトヲ要ス」と定め， 28条本文が，「信託財産ハ固有財産及

他ノ信託財産卜分別シテ之ヲ管理スルコトヲ要ス」と定め， 39条 1項

が，「受託者ハ帳簿ヲ備へ各信託二付其ノ事務ノ処理及計算ヲ明ニスル

コトヲ要ス」と定め，同条 2項が，「受託者ハ信託引受ノ時及毎年一回

一定ノ時期二於テ各信託二付財産目録ヲ作）レコトヲ要ス」と定めてい

る。例えば， 20条の規律は，受託者の善管注意義務と呼ばれ， 28条本文

の規律は，受託者の分別管理義務と呼ばれ， 39条 1項および2項の規律

は，受託者の帳簿備置•財産目録作成義務と呼ばれる。

また，信託法は，受託者の義務を直接定めるものではないが，受託者

の行為を規律するものとして， 22条 1項本文が，「受託者ハ何人ノ名義

ヲ以テス）レヲ問ハス信託財産ヲ固有財産卜為シ又ハ之二付権利ヲ取得ス

ルコトヲ得ス」と定めている。さらに，受託者の行為を規律するという

体裁をとらないが，受託者の行為も規律するものとして， 17条が，「信
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託財産二属スル債権卜信託財産二属セサル債務トハ相殺ヲ為スコトヲ得

ス」と定めている。 22条 1項本文の規律は，受託者の忠実義務の内容の

一部を具体化したものであり，同条は，さらにその義務違反の効果をあ

わせて規定したものであるとの理解があり，また，相殺に関する17条の

規律は，受託者が相殺を行なうことができない点に着目すると，受託者

に課せられる義務を前提として，その義務違反の効果を規定したもので

あるとの理解も可能となる。

これらのほかに，信託法には，受託者の行為によって生じた結果から

の救済を規律する規定がある。 27条が，「受託者力管理ノ失当二因リテ

信託財産二損失ヲ生セシメタルトキ又ハ信託ノ本旨二反シテ信託財産ヲ

処分シタルトキハ」，受益者らは，「受託者二対シ損失ノ填補又ハ信託財

産ノ復旧ヲ請求スルコトヲ得」と定め，また， 29条 1項が，「第27条ノ

規定ハ受託者力前条ノ」，すなわち，分別管理義務を定める28条の「規

定二違反シテ信託財産ヲ管理シタル場合二之ヲ準用ス」と定めている。

これらは，救済に関する受益者らの権利を定めることによって，受託者

の責任を明らかなものとしているが，その責任の前提となる受託者の義

務にも関連することとなる。

以上のような信託法の規定によって規律される受託者の義務につい

て，本報告では，検討を行なうこととする。

2. 善管注意義務

(1) 委任契約における受任者が負う善管注意義務

① 一般論

民法644条は，受任者は，委任の本旨にしたがい善良なる管理者の注

意をもって委任事務を処理する義務を負うと定める。

民法上の委任契約を締結すると，受任者は，委任事務を処理する義務

を負う。この委任事務を処理する際の必要な注意の基準が，善良なる管

理者の注意である。必要な注意の基準は，高い低いという程度をもった

概念で一般には理解されている。ただし，具体的に，受任者が負った義

務違反が認められ，受任者に債務不履行責任が成立するかどうかの判断
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については，受任者が当該状況において，なすべぎこと（義務）と，受

任者が現実になしたこと（行為）との不一致をもって，義務違反（債務

の本旨にしたがった履行がないこと）を認め，その結果，損害が発生す

るなど他の要件がみたされると，債務不履行責任を認めるという判断枠

組みが，裁判例からは，析出できるという指摘がある。そうであるとす

ると，実際の問題解決において，重要であるのは，当該委任契約におい

て，当該状況において，受任者は，なにをなすべぎであったか，そし

て，なにはなすべきであるということではなかったかを明らかにするこ

とである。そして，このようにして内容が明らかされた義務と行為との

間に，不一致があるかどうかを判断することである。

このように考えると，受任者が委任事務を処理する際に必要な注意の

基準とは，それ自体が具体的に問題となるのではなく，受任者が当該状

況において，なにをなすべきであり，なにはなすべきであるということ

ではなかったかを導き出すための指針となるべきものであると考えられ

る。高度の注意義務を負うとされる場合は，具体的になすべきことが多

くなり，また，質的に高いことをなすべきであるということになると理

解することが可能である。反対に，善良なる管理者の注意と区別される

自己の財産と同一の注意で足りるという場合は，具体的になすべきこと

が少なくなり，また，質的に低いことをなせば足りるということになる

と理解することができる。

必要な注意の基準が善良なる管理者の注意であることを指針として導

ぎ出されるこのような受任者の具体的な義務が， しばしば，善管注意義

務，あるいは，注意義務と呼ばれる。また，このような善管注意義務違

反が，すなわち，過失であると考えられる。

以上のように考えたうえで，なお，受任者が負う義務の内容は， どの

ようにして決まるかが問題となる。民法645条は，受任者の委任事務処

理の状況と委任の顛末とを報告すべき義務について定めている。また，

民法646条は，受任者は委任事務の処理にあたって受け取った物の委任

者への引渡義務を定めている。これらの規定は，任意規定であると考え

られ，当事者の合意がなければ，その合意を補充し，その結果，これら
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の規定にもとづき，受任者が負う義務の具体的な内容が決まることがあ

る。しかし，これらの規定では，受任者が，委任事務の処理として，何

を具体的に行なう義務を負うかは，明らかにはならない。したがって，

委任事務の処理として，何を具体的に行なう義務を負うかは，委任契約

によって，決まるというべきである。委任の本旨にしたがいと民法644

条が定めるのは，このような趣旨として理解することができる。

② 診療契約にもとづく医師の義務

最近の最高裁判決において，診療契約にもとづく医師の義務について

の最高裁の考え方が示されたものがある。以下では，これを手がかりに

して，診療契約にもとづく医師の義務について，検討を行なうこととす

る。

最高裁判所平成7年6月9日判決民集49巻6号1499頁は，医療水準に

もとづく医療機関の義務についての見解を示している。すなわち，本判

決は，医療機関は，医療水準にもとづいて，検査，診断，治療を行なう

義務を負い，その義務に違反した場合は，債務不履行責任を負うとす

る。そのうえで，具体的な医療機関にどのような医療水準が要求される

かは，当該医療機関の性格，所在地域の医療環境の特性等，諸般の事情

を考慮して決せられるものであり，これらの事情を捨象して，すべての

医療機関について診療契約にもとづいて要求される医療水準を一律に解

するのは相当ではない。具体的に，新規の治療法については，新規の治

療方法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相

当程度普及しており，当該医療機関においてそのような知見を有するこ

とを期待することが相当と認められる場合には，特段の事情が存在しな

い限り，そのような知見は当該医療機関にとって医療水準であるという

べきである。医療機関は，医師に，そのような知見を獲得させておく義

務を負い，医師がそのような知見を有しなかったために，当該医療機関

が右の治療方法を実施せず，または，実施可能な他の医療機関に転医さ

せるなど適切な措置をとらなかったために患者に損害を与えた場合は，

債務不履行責任を負うとする。

ここでは，医療水準にもとづいて治療を実施する義務，または，その
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義務を履行できない場合は，医療水準にもとづいて治療を実施すること

が可能な他の医療機関に転医させる義務を，医療機関は負うという考え

方が示されている。このような義務が，医師・医療機関が準委任契約で

ある診療契約にもとづぎ，受任者として負う義務として考えられている

と理解することがでぎる。

次に，最高裁平成 8年1月23日判決民集50巻 1号 1頁は，医師が，医

薬品を使用する際に具体的に負う義務についての考え方を示している。

すなわち，本判決は，医師が，医薬品の添付文書に記載された使用上の

注意事項に従わずに，医薬品を使用し，それによって医療事故が発生し

た場合，使用上の注意事項に従わなかったことについて，特段の合理的

理由がない限り，当該医師の過失が推定されるとした。

ここでは，医師は，診療契約にもとづき，受任者として，特段の合理

的な理由がない限り，医薬品の添付文書に記載された使用上の注意事項

にしたがって，医薬品を使用する義務を負うという考え方がとられてい

ると理解することができる。

さらに，最高裁平成 9年2月25日判決51巻 2号502頁は，開業医が，

ある病態の副作用を有する薬を長期間投与した患者に薬疹の可能性のあ

る発疹を認めた場合， 自己の医療機関または他の医療機関において，患

者が必要な検査，治療を速やかに受けることができるよう相応の配慮を

すべぎ義務があると判断した。

ここでは，先行する治療の内容，および，患者の症状に着目した一定

の状況下で，医師は，患者が，すみやかに，必要な検査と治療を受ける

ことができるよう相応の配慮をすべき義務があるとした。そのような配

慮がなされていない場合は，注意義務違反を認めるという考え方であ

る。

以上の 3判決は，いずれも，その抽象性または具体性の程度は多様で

あるが，一定の義務を医師，医療機関について課し，その義務に違反し

たかどうかを判断しようとする判断枠組みを採用している。そこでの具

体的な義務の内容の確定については，医療水準の考え方が，基礎にある

と考えられる。すなわち，当該医療機関の性格，所在地域の医療環境の
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特性などの事情を考慮し，具体的な治療をし，検査をし，転医のための

措置を行なうことが，当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相

当程度普及しており，当該医療機関においてそのような治療をし，検査

をし，転医のための措置を行なうことを期待することが相当と認められ

る場合，そのような具体的な治療をし，検査をし，転医のための措置を

行なうことが当該医療機関の義務の内容となるというものである。

(2) 株式会社の取締役が負う善管注意義務

① 一般論

商法254条 3項は，株式会社と取締役との間の関係は委任に関する規

定にしたがうと定める。この委任に関する規定には，民法644条が含ま

れると一般に解されている。また，商法254条の 3は，株式会社の取締

役は，法令および定款の定めならびに総会の決議を遵守し会社のため忠

実にその職務を遂行する義務を負うと定めている。さらに，商法266条

1項5号は，株式会社の取締役が法令又は定款の規定に違反したるとき

は，その取締役は連帯して会社が蒙りたる損害額に付き賠償の責任を負

う旨を定めている。ここでの法令には，商法254条 3項による民法644条

や，商法254条の 3も含まれると一般に，解されている。

そのため，株式会社の取締役が善管注意義務に違反し，その結果，会

社に損害が生ずると，取締役は会社に損害賠償をする責任を負うことに

なる。その際，取締役の善管注意義務とは何か，善管注意義務違反とは

何かが問題となるが，基本的には，委任契約にもとづく受任者が負う善

管注意義務，および，受任者の善管注意義務違反と同様に考えることが

できるように思われる。すなわち，必要な注意の基準が善良なる管理者

の注意であることを指針として，取締役が負う具体的な義務が導き出さ

れ，そのような義務と，実際の取締役の行為との不一致が善管注意義務

違反となるというものである。

② 経営判断原則

以上のような理解に立ったうえで，さらに，経営判断の原則と呼ばれ

る規律をどのように位置づけることができるかが問題となる。経営判断
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の原則については，多様な理解があるが，ここでは，経営判断の原則と

呼ぶ規律の内容を，取締役に注意義務違反があったかどうか判断するに

あたって，経営判断の過程については，当該判断をするために当時の状

況に照らして合理的であると思われる程度に情報を収集し，調査し，検

討をしていたかどうかを審査基準とし，経営判断の内容については，取

締役として通常の能カ・識見を有する者の立場から見て，当該判断が当

時の状況に照らして明らかに不合理でないかどうかを審査基準とすると

いうものと理解することとする。このような内容のものとして，経営判

断の原則を理解すると，その趣旨は，一方で，取締役を過酷な責任の脅

威にさらして，取締役が行なう会社経営を不当に萎縮することのないよ

うにし，他方で，取締役が適切な牽制の下に置かれるようにし，その結

果，取締役に，経営者としての合理的な裁量の幅を確保することにある

ということになる。

このような内容の経営判断の原則は，経営判断の過程について，取締

役が，具体的な状況のもとで，どのような情報収集をすべきであった

か， どのような調査をすべきであったか， どのような検討をすべきで

あったかという取締役の具体的な義務を導き出す指針になる。また，経

営判断の内容については，取締役が，具体的な状況のもとで，どのよう

な範囲のなかでの判断決定をすべきであったかという取締役の具体的な

義務を導き出す指針となると考えられる。

(3) 信託の受託者が負う善管注意義務についての考え方

① 信託事務を行なう義務

信託の受託者は，信託法20条によって，信託の本旨にしたがい，善良

なる管理者の注意をもって信託事務を処理する義務を負うと定められて

いる。この規定を手がかりにして信託の受託者が負う義務を考えるなら

ば，基本的には，委任契約の受任者や，株式会社の取締役と，同様の枠

組みで，理解することが可能である。

すなわち，信託の受託者は，信託事務を処理する義務を負うが，具体

的な状況においては， より具体的な内容の義務を負い，その義務と実際
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の受託者の行為との不一致を義務違反とするという判断枠組みである。

そこでは，必要な注意の基準が，善良なる管理者の注意であるというこ

とは，具体的な内容の義務を導き出す指針としての意味を有することに

なる。また，信託法が定めるいくつかの受託者の義務を，受託者が負う

ということは，信託事務の処理のために，受託者が具体的に何をすべき

義務を負うかについて，その中心的な部分について，解決を与えていな

い。したがって，その点は，基本的には，信託の本旨，すなわち，信託

行為によって定められた信託の内容によって決まることになると考えら

れる。しかし，さらに，委任契約にもとづく受任者の義務，および，株

式会社の取締役が負う義務に関する最近の考え方が参考になるように思

われる。

② 義務の内容の確定

受託者の義務の内容は，具体的な状況のもとで，受託者が，何をすべ

きか，より具体的には， どのような管理をし， どのような運用をし， ど

のような処分をすべきかが問題となるが，それらが信託行為によって定

められていないことは，一般に想定することができる。そのような場合

に， どのようにして，具体的な義務内容を決定するかが問題となる。こ

のような趣旨をもった補助的な基準として以下のものを考えることがで

ぎる。

まず，医療水準に関する考え方が参考になる。すなわち，信託の受託

者は，当該受託者の職業，法人であれば業種，経営規模などの事情を考

慮し，具体的な管理をし，運用をし，処分をすることが，当該受託者と

類似の事情を備えた受託者に相当程度普及しており，当該受託者におい

てそのような管理を，運用をし，処分をすることを期待することが相当

と認められる場合，そのような具体的な管理をし，運用をし，処分をす

ることが当該受託者の義務の内容となるというものである。

また，経営判断の原則に関する考え方も参考になる。すなわち，受託

者の判断の過程については，当該判断をするために当時の状況に照らし

て合理的であると思われる程度に情報を収集し，調査し，検討をしてい

たかどうかを審査基準とし，判断の内容については，当該受託者の職
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業，法人であれば業種経営規模にある者として通常の能カ・識見を有

する者の立場から見て，当該判断が当時の状況に照らして明らかに不合

理でないかどうかを審査基準とするというものである。

この二つの補助的な基準が用いられる場合，受託者の属性によって，

具体的な義務内容が左右されるとともに，信託行為によって，何が信託

の内容とされたかによっても，具体的な義務内容は左右されると考える

べきである。

3. 忠実義務

(1) 代理人の行動についての規律

民法108条は，代理人に，自已契約を禁止し，また，双方代理を禁止

している。さらに，形式的には，自己契約にあたらなくても，自己が負

う債務を主たる債務とした保証契約を，保証人を代理して締結すること

は，利益相反行為として禁止されるべきであると解されている。利益が

相反する可能性のある立場に身を置くことを禁止するという趣旨とし

て，理解されている。これらの禁止に違反して，代理人が代理行為を行

なった場合，その代理行為は無権代理であり，その効果は，本人に帰属

しない。

また，代理人が，自己又は第三者のために，代理権を濫用した場合，

判例は，相手方がその代理人の意図を知り又は知りうべかりしとき，本

人は，その代理行為の無効を主張することができるとする。この規律

も，代理人は，代理権を濫用してはならない義務を負い，その義務違反

の場合について，相手方の主観的事情も要件として考慮しつつ，その場

合の効果として，代理行為の不帰属とするものと理解することができ

る。

これらは，代理人には裁量が与えられ，その裁量を無制限に許すと，

本人の利益が害される危険があり，その危険を回避するために代理人に

課された義務，および，その義務違反の効果と考えることができる。

(2) 株式会社の取締役の行動についての規律
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商法265条は，株式会社の取締役が会社から財産の譲渡を受ける場

合，会社に財産を譲渡する場合，会社から貸付を受ける場合など，自己

又は第三者のために会社と取引をする場合，取締役会の承認を受けるこ

とを必要とし，会社が取締役の債務を保証するなど，会社が取締役以外

の第三者と間で，会社と取締役の利益が相反する取引をする場合も，取

締役会の承認を受けることを必要とする。承認がない場合，判例は，そ

の取引の効力について，相対無効であるとする。すなわち，会社は，承

認のないことについて悪意であった第三者に対して無効を主張すること

ができるが，第三者は無効を主張することは許されない。また，必要な

承認をえずに取引をするのは，商法266条 1項 5号が定める法令違反に

あたると解されている。したがって，会社に損害が生ずると，取締役は

損害賠償責任を負う。これらの規律は，取引によって，会社が不利益を

被る危険を予め回避する趣旨であると考えられる。

また，商法264条 1項は，株式会社の取締役は，自己または第三者の

ために，会社の営業の部類に属する取引をなすには，取締役会において

その取引につき重要な事実を開示しその承認を受けることを必要とす

る。承認を得ずに競業取引が行なわれた場合は， 1年以内であれば，取

締役会の決議によりその取引が会社のために行なわれたと見なすことが

できる。介入権の行使と呼ばれる。商法264条 3項 4項が規定してい

る。また，取締役会の承認を得ずに競業取引をすることは，それ自体，

取締役の義務違反であり，それによって会社が被った損害を賠償する責

任を負う。この場合の損害額は，競業取引によって取締役または第三者

が得た利益の額であると推定される旨を，商法266条 4項が定めてい

る。これらの規律は，会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益

を図ってはいけないとする趣旨であり，さらに，会社の営業の秘密を個

人的利益のために利用することを予め制限する趣旨も，うかがうことが

できる。さらに，競業取引には該当しないものではあるが，類似の取引

として，例えば，会社が取得しようとしている用地を取締役が購入して

しまうという会社の機会の奪取が考えられる。これも，取締役の義務違

反であると考えられている。そうであれば，そのことによって会社が
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被った損害について，取締役は賠償する義務を負うと考えられる。

以上のように，株式会社の取締役には，自己の利益を図り会社の利益

を損なうような行為に関して，具体的な義務が課せられている。このよ

うな義務は，自己の利益を図ることとは無関係に，株式会社の取締役が

負う義務を導き出す判断枠組みとは，やや異質のものを含んでいるよう

に思われる。

(3) 社債管理会社の行動についての規律

株式会社の社債管理会社は，商法311条の 2第 2項により，社債発行

会社より自己の債権の弁済などを受けた後，社債発行会社が支払の停止

などをした場合，社債管理会社は，社債権者に，損害を賠償する責任を

負うとし，ただし，社債管理会社が社債の管理を怠らなかった場合，ま

たは，弁済などを受けなくても，社債権者に損害が生じたはずである場

合は，責任を負わない旨が，定められている。社債管理会社に，利益相

反のおそれがある場合，厳格な責任を課されたものと理解されている。

(4) 「忠実義務」とその信託の受託者への適用

信託法22条は，信託財産を固有財産とすることを禁止している。信託

財産を固有財産とすることが，信託財産と固有財産との間で，利益相反

となる点に着目した規定であると理解することができる。また，信託法

22条が直接規定をしていないが，反対向きに，固有財産を信託財産とす

ることも，同様に禁止されると解されている。同じ趣旨にもとづき，理

解することがでぎる。これは，代理人に自己契約が禁止されていること

と，共通の規律であると考えられる。

しかし，受託者が，受益者の利益を犠牲にして，自己または第三者の

利益を図る危険のある行為は，信託法22条が禁止する行為にはとどまら

ない。そのことは，代理人，株式会社の取締役，株式会社の社債管理会

社について，規律が用意されていることから明らかである。そして，裁

量が与えられ，その結果，本来利益が帰属すべき者の利益が害される危

険があるという点では，信託の受託者は，代理人，株式会社の取締役，
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株式会社の社債管理会社と共通である。

したがって，次のようないくつかの類型について，受託者についても

同様の規律に，服するべきであると考えられる。まず，信託の受託者個

人が負う債務について，信託財産が保証債務を負うような取引は，禁止

されるべきである。また，信託の事務処理として受託者が入手しだ情報

を受託者個人が利用することは，原則として禁止されるべきである。さ

らに，信託財産にとっての機会を，受託者個人が奪うことも禁止すべき

である。また，信託財産に帰属する債権の債務者と同一の債務者に対し

て受託者個人が債権を有する場合，ふたつの債権の弁済については，適

切な規律のもとに置かれるべきできであると考えられる。

このような一連の規律を，善管注意義務とは異質の義務として，理解

することが適切であるように思われる。なぜならば，義務が生ずる根拠

が，受託者個人の利益と，信託財産の利益との相反という点にあり，さ

きに検討した善管注意義務として考えられる具体的な義務とは異なるも

のであるからである。また，必ずしも信託の事務を処理する際の具体的

な行為にかかわる義務には限られない点も，異なる。さらに，損害額の

推定や，行為の無効，介入といった効果の点でも，善管注意義務とは異

なるものを検討する余地がある。それゆえ，これらを一連の規律を忠実

義務と呼ぶことには，有用性を認めることができるのではないかと考え

られる。

4. むすびにかえて

(1) 分別管理義務

分別管理については，受託者が負う義務として定められている。ただ

し， より重要なことは， どの程度の分別管理をすれば，執行や倒産の局

面での責任財産としての独立性を認められるかという問題であると思わ

れる。そして，そのような分別管理をすることが，受託者の義務である

と考えるべきである。しかし，この分別管理義務の違反は，究極的に

は，救済され得ない，あるいは，救済が極めて困難であるという特性を

有することに留意すべきである。すなわち，受託者が倒産した場合，本
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来信託財産であるべきものについて，責任財産としての独立性が否定さ

れると，受益者に損害が生ずるが，この義務違反にもとづく損害につい

ては，損害賠償責任が成立するとしても，現実に損害賠償が全額行なわ

れることは，受託者が倒産しているため，想定できないからである。し

たがって，受託者について，一定の公的な監督が行なわれている場合に

は，監督法的な規制手法に，多くを期待すべき問題であるように思われ

る。

(2) 受託者は，誰に対して義務を負うのか

受託者は，受益者に対して義務を負うのか，それとも，信託財産に対

してかという問題が考えられるように思われる。受任者は委任者に対し

て，代理人は本人に対して，株式会社の取締役は会社に対して，社債管

理会社は社債権者に対して，それぞれ義務を負う。その義務違反の場合

の救済は，その義務を負う相手方によって行なわれる。

しかし，受託者の義務違反の場合の救済は，委託者によって行なわれ

ること，あるいは，交替した後の新受託者によって行なわれることが，

受益者によって行なわれることとともに認められている。

また，救済方法のもっとも主要なものである損害賠償も，信託財産に

生じた損失の填補という方法で行なわれ，受益者に対して賠償が行なわ

れるという方法ではない。しかし，このようなことは，受益者に帰属す

る利益が法的には権利としては，受託者に帰属している信託の特性から

生ずるものである。したがって，このような信託の特性により，義務違

反の場合の救済方法には，特別の扱いが行なわれるものの，受託者は，

受益者に対して，本報告で検討したような義務を負うと考えることがで

きるのではないかと思われる。

(3) 提言の形による本報告の要約

報告のむすびにかえて，本報告の内容の要約を，最後に，提言の形に

より，示すこととしたい。

まず，受託者の義務について，民事法上のルールを明確にする必要が
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あると考えられる。そのことは，受託者が，何をしなければならない

か，何をしなくてもよいかを，具体的な状況に応じて自ら判断するため

の前提となる。他方，それによって，委託者や，受益者にとっては，何

を期待することができるか，どのようなリスクを負担するかが，明らか

になり，それらが不透明であるために，信託を利用することが，無用に

躊躇されることが回避されることになる。これらが，民事法上のルール

を明確にすべき理由である。

民事法上のルールを具体化していくための基本的な方向性は，受託者

の裁量を活用することができるような規律を設けることと，その裁量の

不適切な行使により受益者の利益が害されることを防止するため，裁量

に牽制を加える規律を設けることである。

具体的な受託者の義務は，まず，信託行為の定めによって決まる。そ

のうえで，具体的な状況において，受託者が何をなすべきかについて

は，必要な注意の基準は，善良なる管理者の注意であることを指針とし

つつ，受託者の職業，法人であれば業種，経営規模などの事情を考慮し

て，具体的な管理，運用，処分をする義務が決まってくることになる。

また，受託者がした判断の結果，損失が生ずることはありうるのであ

り，その場合，損失が生じたことが受託者の義務違反となるのではな

く，その判断を行なう過程で，合理的な調査がなされたか，判断自体が

明らかに不合理ではなかったかという基準で，義務違反の有無の判断が

行なわれるべきである。

それとともに，受託者個人の利益と，受益者の利益との相反について

は，信託法22条が禁止する類型にとどまらず，実質的に相反する行為の

諸類型について，そのような行為を行なわない義務が課されると解する

べきである。

（関連する報告者の論文）

•山田誠一「新しい金融サービスと受託者責任」ジュリスト 1164号50頁 (1999

年）

（神戸大学法学部教授 山田誠一）
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1. 問題の概要

(1) 基本的スタンス

現代信託法の展望

どのように周到に設計した信託スキームであっても，環境の変化に対

応して当初の信託を変更する必要が生じることがある。これは，信託が

長期的な法律関係であることから必然的に生じる問題である。とりわけ

永続性の度合いが大きい年金信託や，環境変化の影響を受けやすい土地

信託などの事業性のある信託では，環境変化にどのように適応するかが

重要な問題となる。しかし，これは程度の問題で，その他の信託，たと

えば集団投資スキームとして使われる信託や，遣言代用信託，あるいは

特定人の扶養を目的とした信託などにおいても，共通に生じる。そし

て，これらの信託において適切な形で信託変更ができないと，信託はそ

の目的が実現できないために，終了せざるをえないことになったり，あ

るいは，終了はしないまでも信託財産の効率的な管理運用ができないた

めに受益者に不利益を与えるという問題が生じる。

このように信託の変更の問題は，信託にとって重要な問題であるにも

かかわらず，これまで必ずしも十分な議論がなされてぎたとは言えな

い。それは，この問題が複雑で，かつ，信託の本質とも関連する困難な

論点を含んでいるからである。そこで以下では，信託の変更についての

基本的な考え方を探ることにしたい。議論は，単に現行信託法のもとで

の解釈論にとどまらず，立法論的な部分に及ぶことになろう。その全体

的な構造については，最後に「資料」として条文のような体裁でまとめ

てあるので適宜参照されたい（ただし，これはわかりやすさを考えての

もので，法律の条文を意図したものではない）。

(2) 議論の対象

「信託の変更」として取り上げるべき論点は，実は極めて多いが，こ

こでは，次のように整理する。

第 1は，信託設定段階での対処の問題である。将来の環境変化を視野
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に入れて，予め信託行為によって，受託者に広範な裁量権を与えたり

（裁量信託），特定人に解除権を留保したり，さまざまな対応が考えられ

る（資料のA-1からA-3)。どのような場合に， どのような対応が

可能なのかが中心的な問題である。

第2は，信託設定後の事後的な変更である。どのような場合に，どの

ような関係者の合意で，あるいは合意なしに，信託を変更できるか。そ

の際の基本理論は何か，といった問題である。これは，後述するよう

に，信託という制度をどのように理解するかとも関連する困難な問題で

ある（資料では， B-1およびB-2で扱う）。

第3に，特殊な変更を取り上げる。「特殊な変更」とは，広義では信

託の変更であるが，特別な形態をとるものである。具体的には，信託の

解除，信託の結合。分割（「信託の併合」とか「合併」という表現も用

いられるが， ここでは複数の信託が対等な関係で一つになるというニュ

アンスを出すために「結合」と呼ぶことにする），受託者の辞任・解任

の問題を取り上げる。これらの問題は，従来は，バラバラに議論されて

ぎたが，信託の変更の特殊形態であり，相互に関連づけて議論するのが

適当である。

なお，信託の変更。解除などの効果，公益信託に関する問題は本報告

では扱わない。また，商事信託の特則として別に考えた方がよいものに

ついても扱わない（受益者多数の集団的信託の場合など）。本報告の目

的は，あくまで民事信託・商事信託双方に及ぶ信託の一般的な）レールを

議論するものだからである。

2. 信託設定段階での対処

(1) 信託撤回権の留保 (A-1)

信託を設定した後で，それをしなかった方がよかったと思う場合がな

いではない。商事の信託では，信託の委託者のこのような希望を無条件

に保護することはできないが，民事の信託で，特に遣言代用として信託

が用いられる場合には，遣言撤回の自由との関連で，信託撤回を認める

ことが合理的なことがある。もっとも，遣言代用の生前信託が委託者と
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受託者の契約で設定される場合には，民法の贈与契約の撤回に関する法

理（民法550条）とのバランスも考える必要があるが，信託財産が受益

者に引ぎ渡されるまでは撤回でぎると考えてよい（死因贈与は民法1022

条の準用により，何時でも撤回でぎる。ただし， 550条の適用をうける

ので，書面による死因贈与は取消がでぎない）。書面による贈与は撤回

できないが，信託では委託者と受益者の間の書面があるわけではなく，

受益者が信託を認識しているとは限らないので，委託者と受託者との間

で信託証書が作成されても，原則として委託者による撤回を妨げないと
(1) 

考えるべきであろう。

(2) 信託変更権・解除権の留保 (A-2)

より重要なのは，信託行為で特定人，たとえば委託者，信託管理人，

受託者，受益者に，信託の変更・解除などについての権限を与える場合

である。こうしたことも，委託者と受託者の間の信託契約で定めること

が原則として可能である（遺言信託でも可能）。

信託行為で定めれば，誰に， どのような内容の変更権を与えるかを，

自由に設計できる点が信託法理の柔軟なところであり，メリットである

と考えられる（全く限界がないかの検討も必要だが，信託特有の問題で

はなく，契約とも共通する問題である）。たとえば，信託を終了させる

権限を委託者に与えることも信託では可能であり，企業年金信託などで

は，委託者＝企業に経営上の理由から年金信託を終了させる権限を与え

ることも可能であろう（政策的に適当かは別の問題）。これが会社制度

であると，会社の解散を決定する権限を特定人に与えることは，たとえ

定款に定めても会社法の規定の脱法行為として無効となるのであろう。

また，信託目的を変更する権限を特定人に与えることも可能であるが，

これに対して会社の目的を商法の規定する定款変更の手続に従わない

で，特定人が変更できるということは認められないであろう。

こうしたことが信託では可能であるのは，信託の内容が基本的に信託

行為によって決まることからくる。信託が委託者と受託者の契約で設定

される場合であれば，委託者と受託者の合意によって決まる。遣言信託
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であれば，委託者の意思によって決まる。

信託変更権を特定人に与えることは許されるとしても，どこまで自由

に信託変更ができるかは，何を変更するか，それが受益者にどのような

影響を与えるかによって異なる。第一に，信託の基本的内容にかかわる

ものと，そこまで至らないものとを区別することができるであろう。信

託目的・受益権の内容の変更などは，前者である (A-2)。信託財産

の管理・運用方法の変更は，後者である (A-3)。信託の基本的内容

を変更する権限については，これを特定人に与えることも可能である

が，そのことが明示的に示されていない限り，信託の基本的内容を変更

する権限までは与えられないと考えるべきである（信託行為の解釈原則

の問題である）。第二に，信託の基本的内容の変更権が明示的に特定人

に与えられている場合でも（信託目的，受益権の内容などの変更権），

限界がないわけではない。受益権が受ける影響によっては，変更権行使

の限界があると考えるべきであろう。受益者に不利益を与えるものとし

ては，①受益者に積極的に負担をさせる場合（有限責任を無限責任

に），②受益権の価値を減少させる場合（給付の減少・縮減），③その他

の不利益・不便を与える場合（譲渡可能であった受益権の譲渡制限，受

益者の監督権能の制限など）などいろいろある。明確な基準を設定する

ことは困難だが，①②などは，公序良俗違反・信義則違反により無効な

いし効力が否定されることになろうか。もっとも，これらを有効として

上で，不利益を受ける受益者には信託からの離脱（解除）の自由を確保

することによる解決も考えられるが，まずは無効となる限界を考えるべ

きであろう。

なお，委託者に自由な信託変更権・解除を認めた場合には，特別な問

題がある（特に，撤回権，解除権，受益者を変更する権限などの場

合）。すなわち，このような場合にも，委託者の債権者がかかっていけ

ないという意味での信託が設定されたと見てよいのか，それとも委託者

に信託財産の実質的な「処分」権能が残っていると見て，委託者の債権

者がかかっていけるとすべきか， という問題である。アメリカでの議論
(2) 

が多いが， ここでは深入りしない。
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(3) 裁量信託 (A-3)

裁量信託は，信託変更権を特定人に与える信託の 1つであるが，この

変更権を裁量的権限として受託者に与える場合を特に「裁量信託」と呼

ぶ。このような信託も可能であるが，わが国で実際に使われることは，

現状では少ない。

アメリカで現に行われ， 日本でも将来ありうる例としては次のような

場合が考えられる。たとえば，遺言代用の生前信託で，委託者Sが妻A

の生存中は， Aに信託財産の収益を与えることとし， Aの死後はSの子

Bに元本を与えるという信託において，将来の経済的状況の変化（金利

低下・税制の変更など）によっては受益者Aの生活費として信託財産の

収益を給付するだけでは足りないかもしれない。また，具体的な必要性

の判断は事前にはわからないから細かく信託行為に規定しておくことは

困難である。そこで，必要に応じて信託財産の元本をも受益権者Aに分
(3) 

配する権限を受託者に与える， という裁量信託が考えられる。

このような裁量信託では，受益者の権利性が弱い点に特徴がある。換

言すれば，受託者が受益者Aの受益権を増額するまでは，増加分につい

ての権利はないに等しい。いわば受益権の額が不確定な信託である（裁

量信託の受益者にどこまで取消権などの権利を認めるべきか問題であ

る）。

3. 事後的変更

(1) 位置づけ

事後的な信託の変更では，信託行為で手当がなされていない場合に，

どのような関係者によって， どのような範囲の信託変更が可能かが問題

となる。理論的には重要なテーマだが，実務的には信託行為で手当がな

されていることが多いであろうから，実際上の重要性はあまり高くない

かもしれない。

ここで考えている信託の変更とは，たとえば，信託行為で定められて

いた信託目的，信託財産の管理運用方法，信託財産の処分方法，信託期

間などを後で変更し，その変更された新たな内容で信託が継続する場合
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である。信託の変更は，受託者の義務を加重することがあるので，基本

的には受託者の同意なしはできないと考えられる（この点が「信託の解

除」とは異なる）。また，受益者に義務を課したり，負担を加重するよ

うな変更は，受益者の同意がなければできない（無償から有償の信託へ

の変更，有限責任から無限責任への変更など）。

信託変更は，基本的に三つの方法が考えられる。

第1は，すでに述べた信託行為によって留保された変更権の行使によ

る場合である。これも合意による変更の一種であるが，実際に変更の必

要が生じてから関係者が合意するのと異なり，事前に合意するので，関

係者の意思は多少希薄である。それだけに，信託行為で明確に規定して

おく必要がある。

第2は，信託変更の具体的必要が生じ，その認識をもとに関係者が合

意する場合である（資料B-1(1)）。誰の合意が必要かは，信託をどの

ような制度と考えるかによって異なるが（信託＝財産処分，信託＝契

約，信託＝制度のどれを念頭に置くかによって異なるが，詳しくは後

述），最も一般的な信託＝契約である場合をもとに，さらに委託者と受

益者が異なる他益信託のことも考慮して，受益者も含めた三者の合意が

必要であるという立場が基本となろう。しかし，常に三者の合意がない

と信託変更はできないとすべきか。変更される内容・程度によっては，

「委託者と受託者」ないし「委託者と受益者」の二者による「簡易な合

意」を認める余地もあるのではないかと考える（資料B-1(2)）。

第3は，予想外の事情変更という特殊な状況のもとで，関係者の合意

は必要なく，むしろ裁判所の関与のもとで行われる変更である。契約に

おける事情変更の原則に相当する。

以上の 3つのそれぞれにおいて，信託変更の基本理念が異なるのみな

らず，変更できる範囲にも違いがあると考えるのが適当であう。第1の

場合については，すでに触れたので，以下では第 2' 第3の場合につい

て検討する。

(2) 信託の諸モデルと基本的考え方
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自益信託だけを考えるならば，関係者の合意による信託の変更は，契

約と同様に考えればよいので，特別な問題はない。しかし，他益信託を

も考慮すると，合意による変更についてどのように考えるべきか簡単で

はない。委託者，受託者，受益者のそれぞれについて信託変更の合意の

当事者となるべきか，なるとすればどのような意味においてか，を検討

しなければならない。しかし，ここでは，少し角度を変えて，信託がど

のような機能をはたすべぎものとして設定されたのかによって，信託変

更のイニシアティブが誰にあるべきかが異なる， という観点から分析し

てみたい。

信託には，基本的に 3つのモデルがあり，信託設定の当事者は，信託
(4) 

の目的を考えながら，いずれかを選択していると考えられる。

第 1にのモデルは，〈信託＝財産処分型〉である。遺言信託や遺言代

用の生前信託がその典型である。英米の信託制度の原型は，契約ではな

く，委託者の財産処分行為であると理解されているが，これが信託＝財

産処分型である。わが国では，遺言信託がこのタイプの信託であるが，

遣言代用の生前信託も，その法的形態は委託者・受託者間の契約となっ

ているが，実質は信託＝財産処分と考えるべきであろう。このタイプの

信託モデルの特徴は，信託設定段階での委託者の意思が持つ比重が大ぎ

いという点にある。信託目的や信託財産の管理方法などは全て委託者が

決定したものである。しかし，一旦信託が設定されると，受益者の利益

が大きくなる。そこで，信託の変更が問題となる場面では，委託者の意

思（信託目的に体現されている）と受益者の利害との間の衝突が生じる

ことがある。その場合に， どのように両者の利害を調整するかが困難な

問題となる。これに対して，受託者の利害は，〈信託＝財産処分型〉で

は基本的に考慮する必要はない。

第 2のモデルは，〈信託＝契約型〉である。信託が委託者と受託者の

間の契約によって設定されるという形式のことを言っているのではな

く，信託設定の段階で両者の交渉がある場合を〈信託＝＝契約型〉と呼

ぶことにしたい。土地信託などが〈信託＝契約型〉の典型であろう。こ

こでは，委託者と受託者が交渉して，信託目的，信託期間，信託財産の
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管理処分方法などを合意する。委託者の利益が信託行為の中で反映され

るだけでなく，受託者の利益も信託条項として信託行為の中に反映させ

ることができる。〈信託＝財産処分型〉と異なり，受託者にも固有の利

益があるので，受託者としては自己の利益を守るために積極的に信託条

項の中にそれを反映させるべきである。このようにして成立した信託

は，基本的に両者の合意がなければ変更できない。〈信託＝契約型〉

は，通常は自益信託であるが，他益信託の場合もないではない。企業年

金信託などはその例である。そこで，信託の変更の際に，受益者の利益

をどのように考えるかが問題となる。受益者は，委託者や受託者と異な

り，信託設定に際して自己の利益を信託条項として反映させることがで

きないので，デフォルト・ルールとしては受益者の利益を一定程度保護

するものが必要であろう。受益者が既に取得した権利を侵害することが

できないのはもちろん，受益者の期待権をどこまで保護するかが課題で

ある。

第3のモデルは，〈信託＝制度型〉である。〈信託＝制度型〉モデルで

は，信託が誰のイニシアティブで設定されるかはいろいろあるとしても

（集団投資スキームなどは受託者であろう），一旦設定された信託は，委

託者や受託者の意思を離れて客観化した存在になる。委託者の意思にも

とづいて作られたからといって，委託者が事後的に自由に信託を変更で

きるわけではない。受託者が枠組みを作ったからといって受託者に特別

な変更権が認められるわけではない。その意味で，信託は，ちょうど法

人制度と同様に「制度」として存在するようになる。集団投資スキーム

や債権流動化スキームなどは，このタイプの信託として説明するのが適

当であろう。このような〈信託＝制度型〉では，信託の変更。解除は，

信託行為で別段の定めがあればそれによるが，それがない場合には法人

類似の考え方をするのが適当であろう （受益者が多数いる場合に問題が

明確に表れるが，全員一致ないし特別多数決的な考えをすることにな

る）。しかし，信託は，会社や法人と完全に同じなわけではなく，信託

設定段階で自由な制度設計ができるという柔軟性があることは忘れるべ

きではない。
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このように，信託には幾つかのモデルがあり，信託設定者がその目的

に応じて選択できる。従って，信託法理としては， 3つのどの信託モデ

ルのいずれをも包含したものを考えるべきである。そして，現行法のも

とでは解釈に際して，信託モデルの違いを反映させることになろう。以

下では，＜信託＝契約型〉を中心に据え， しかし，他の信託モデルにも

配慮しながら，考えていくことにする。

(3) 関係者の合意による変更 (B-1)

(a) 信託を設定する契約の当事者としての委託者および受託者の合

意によって信託を事後的に変更できるというのが基本形である。しか

し，他益信託の場合には，委託者とは異なる受益者の利益が発生してお

り（抽象的ないし具体的に），その利益を無視して信託を変更すること

は当然にはできない。従って，委託者・受託者・受益者三者の合意に

よって信託を変更でぎるというのが考え方の出発点となる。ただし，他

益信託における受益者は，信託利益を享受するのは確かであるが，信託

の変更を積極的に合意できる当事者と言えるのか若干問題である。受益

者が未成年者など判断力が十分でない者を想定すると問題はもっと明確

になる。このような受益者は，自らは十分な判断力がないので，その法

定代理人（親権者・後見人）が受益者に代わって判断することになる

が，これらの者が積極的に信託の変更を申し出るというのは必ずしも適

当ではない。委託者および信託目的実現のために義務を負っている受託

者からの信託変更の提案に対して承諾するか否かの消極的な地位しかな

いともいえる。

三者の合意がある場合に，どのような変更ができるかについては，信

託財産の管理運用方法の変更だけでなく，信託財産の処分，受益権の内

容変更などもできると考えてよいであろう (B-1)。関係者全員が合

意する以上，信託目的の変更もできるであろう。

(b) しかし，変更内容が小さい場合にまで，常に三者の合意が必要

であるというのは合理的であるとは言えない。受益者に不利益を与えな

い「小さな信託変更」については，受益者の承諾なし変更でぎることを
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認めてもよいのではないか。こうした簡易な方法で変更できる範囲が問

題であるが，①「信託財産の管理運用方法」に限定されること，かつ，

②「信託の目的を害しない」ことが変更の要件ないし許容される変更の

範囲となろう。たとえば，受託者がカストデイアンの行為について責任

を負うのであれば，これを変更するなどというのも，受益者の同意を得
(5) 

ないでもできると考えてよい。株式への運用を外国債に変更することも

「信託財産の管理運用方法」の変更であるが，リスクが大きく変更する

場合には，「信託の目的」に反するとして認められない可能性がある。

明確な基準を示すのは困難であるが，①と②の 2つのメルクマールで相

関的に判断することになる。

単なる管理方法の変更とはいえない信託期間の延長・短縮や受益権の

価値に影響を与えるような変更はできないことになる。このような「大

きな変更」は，利害関係人全員の合意か，次に述べる「事情変更の原

則」による裁判所の変更命令によってのみ可能である。

(4) 事情変更による信託の変更 (B-2)

事情変更の原則による変更は，契約の場合と基本的に同じである。ゎ

が国の判例では，事情変更の原則を厳しい要件のもとでしか認めない。

実際にこの法理を適用して契約を改訂したり，解除を認めた事例は多く

はないが，それでも幾つかあり，少なくても抽象的な理論としては定着
(6) 

している。信託についても，事情変更の原則を適用することを否定すべ

き理由はない。現行信託法23条は，信託財産の管理方法についてのみ事

情変更の原則を適用するが，契約法の到達点からすると，狭すぎる。

事情変更の原則による信託変更を認めるとして，その変更がどの時点

で， どのような手続で実現するかについては，いろいろな考え方があり

うる。効果発生時点が不明確なのは適当でない。現行信託法23条との

連続性も考慮すると，裁判所の命令で初めて信託変更の効力が生じるの

が適当であろう （事情変更のための実体的要件を充たすと，その時点で

変更の効果が生じるのではなく）。
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4. 特殊な変更

(1) 信託の解除 (C)

(a) 第 1に問題となるのは，受益者による解除請求である (C-

1)。信託の解除は，信託期間前に信託を終了させるという点で信託変

更の一形態である。しかも，信託財産の管理運用方法の変更にとどまら

ない重要な変更である。

信託の早期終了は，通常は，信託財産を早期に獲得したいという受

益者の希望が背後にあるのが通常であろうが，これを無条件で認める

と，信託目的に反することになる可能性がある。すなわち「信託目的

（信託設定者の利益）」対「受益者の利益」という利害の対立がある。そ

の中にあって， どの程度どちらの利益を重視するかが問題であるが，信

託の利用の仕方が多様であることを考えると一義的な解決基準を提示す

ることは困難である。

民事信託においては，信託設定者としての委託者の意思を重視すべき

場合も多い。逆に，商事信託では，受益者の利益を重視すべき場合が多

く （商事信託はほとんどが自益信託だが），また，制度設計はむしろ受

託者がしているという意味で受託者の利益を保護する必要もある。受益

者の利益を中心にすえながら，さまざまな利害の調整を可能とする方法

としては，信託利益の全てを享受する受益者に信託解除権を認めるのが
(7) 

適当であろう。このような立場を基本にしながら，信託目的の実現を強

く望む委託者は，信託行為において，受益者の解除権を制限する条項を

設けることで対処すべきである。また，信託の継続に利益を有する受託

者も，信託行為において受益者の解除権を制限する条項を入れることで

自己の利益を守るべきである。デフォルト・ルールとしては，受益者の

利害を保護するルールを基本にし，信託行為で自己の利益を反映させる

ことのできる委託者・受託者には，自助努力を求めるのが適当である。

受益者が複数いる場合には，受益者全員の同意が必要である。そこで

2つ問題が生じる。 1つは，集団投資スキームのように受益者が極めて

多数である場合に，受益者全員の同意を得るのは現実的でない，という

問題である。これは，受益者多数の商事信託特有の問題として解決すべ
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き問題である（受益者集会の決議や信託管理人の同意をもって代える，

ということが考えられる）。もう 1つの問題は，受益者の中に将来の受

益者が含まれている場合である。信託解除にあたって，将来の受益者の

利益をどのように保護するかは重要な問題である。将来の受益者が考え

られる場合には，現在の受益者と委託者の合意だけでは解除はできない

と考えるべぎであろう（現行信託法57条． 58条にいう「信託利益の全部

を享受する」の解釈としても同様）。ただし，信託管理人がいる場合に

は，その同意をもって将来の受益者の同意とすることも考えられる（但

し，信託管理人の権限の問題としてなお検討を要する）。

(b) 第2に，一部受益者による一部解除の可否が問題となる (C-

2)。受益者全員の同意があれば，信託全部を解除することができる

が，将来の受益者がいてその同意を得るということがでぎない場合や，

解除に合意しない受益者がいる場合の扱いが困難である。信託の一部解

除（実質は脱退）を自由に認め，一部解除した受益者に受益権相当の財

産を交付することも考えられるが，信託財産の規模が減少することで残

る受益者に不利益を与えることも考えられる。従って，無条件で一部解

除を認めることは適当でない。他の受益者の利益を害しない場合に限っ

て，一部解除を認めるのが適当であろう。

一部解除が認められる場合に，信託を「脱退」する受益者には，信託財

産の現物ではなく，受益権相当額の金銭を交付することができるとする

のがよい（民法681条2項の規定する組合員の脱退と同様）。

(C) 第3は，事情変更による解除である (C-3)。裁判所に解除

を求めることになる。信託行為で受益者の解除権を制限していても，事

情変更により解除の制限が適当でなくなった場合には，裁判所は信託を

解除することができると考えるべきであろう。但し，解除権制限の特約

の趣旨を考えて，事情変更による解除が認められる場合は限定的に判断

することになろう。事情変更による解除を裁判所に求めることができる

のは，受益者だけでなく，委託者や受託者にも認められてよい（企業年

金信託など委託者の役割が大きい信託を考えてである）。
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(2) 信託の結合 (D-1)

(a) 信託の結合の意味を明かにしておく必要がある。信託の結合と

は，同一の受託者が管理する複数の信託を 1つの信託にすることであ

る。別々の受託者が管理する信託を 1つの信託にすることも考えられる

が，これは受託者が交代して同一の受託者となってから，上記の信託結

合を行うことになる。信託の結合は，会社の合併と類似するところがあ

るが，会社の合併では，合併前には別々の法人格があったのが，合併に

よって法人格が減少するので，会社の解散の一形態とされている。これ

に対して，信託には法人格がないので，信託終了の一形態という説明を

する必要はなく，むしろ端的に「信託の変更」と説明すれば十分であ

る。

従って，信託の結合は，基本的には「信託の変更」の一般原則と同様

に，信託行為にその定めがあればでぎる（たとえば受託者の権限として

規定）。また，信託行為に定めがなければ，受託者が利害関係人（委託

者・受益者）の同意を得て行うことになる。関係者全員の合意があれ

ば，異なる信託目的の信託を結合することさえもできる（結合された信

託は，「修正された単一目的」をもつこともあれば，「複数の目的」をも

つのでもよい）。

関係者全員の合意が得られない場合が間題である。 D-1 (2)は，

信託変更の一般原則B-1 (2) と異なり，委託者の関与なしでも信託

の結合はできてよいという立場をとっている。委託者の利害は，信託目

的が害されないということにあり，従って，信託結合によって信託目的

が害されることがないならば，委託者の利益は十分保護されると考えた

からである。しかし，信託結合によって信託利益が減少する可能性のあ

る受益者は，大きな利害関係があるので，その同意は必要である。こう

した理由から， D-1 （2) は， B-1 (2) と少し異なる規定になっ

ている。このような）レールによれば，企業年金信託のように委託者のイ

ニシアティブの大きい信託では，委託者の同意なしに信託結合がなされ

る余地があり適当ではない， という批判が考えらるが，委託者は，信託

設定の段階で信託行為の中に自分の利益を規定できるので，信託の結合
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には委託者の同意を必要とする旨の条項を入れることをすればよい。

このほかに， D-1 (3)では，受益者の積極的な同意が得られない

場合にも，受益者を害しないという条件で，裁判所の許可を得て信託結

合をすることができるとしている。

そこまで信託の結合を容易にする必要があるか問題だが，信託財産が

減少してきてそのままでは信託報酬を支払って信託を継続することがか

えって非効率であるときに，受益者の積極的同意がいろいろな理由で得

られないけれども，受益者を害することがないような場合には，信託結

合を認める意味があるのではないか。

(b) 信託結合の法的効果は，それまでの信託財産FlとF2が融合

され，それぞれの信託の受益者は信託結合以後は，融合した信託財産全

体について受益権を有することになる， ということである。また，信託

財産が債務を負担していた場合には，結合以後は，倍託財産全体が信託

債務の引ぎ当て財産となる。その結果，結合相手の信託の財政状況がよ

くない場合には現行法36条の受益者の責任も増える可能性がある。この

ように，信託結合は，受益者の利害に影響することが大きいので，慎重

な手続が必要である。同様に，信託債権者の利害にも影響する場合があ

るが，受託者が無限責任を負う通常の信託では，信託債権者は，受託者

の信用をあてにしているので，信託結合にあたって特別な債権者保護手

続は必要ないであろう。

(C) 信託結合の必要性がどの程度あるかわからないが，企業年金信

託などでは会社の合併にともなって，それまで別々にあった年金信託も

結合できれば効率的な運用ができる。また，集団投資スキームでも，解

約によってファンドが減少して効率的な運用ができなくなった複数の

ファンドを結合することが考えられる（信託を結合しないでも，かなり

の部分は合同運用で対処できるが，信託の結合の方が徹底しており，そ

の後の管理コストは低下する）。英米では企業年金信託の結合の例が多

いといわれている。また， REITやビジネス・トラストにおける併合も
(8) 

認められる。

もっとも，欧米で最も多いのはエステイト・プランニングにおいてで
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あるといわれている。もともとアメリカ統一信託法草案が参考にしたカ

ルフォルニア・プロベイト・コードも，遺言による信託の場合に，受託

者が同種の信託を結合できるとする規定であった。たとえば，親が当初

は複数の子供ごとに信託を設定していたが，バラバラに存在するよりも

結合して運用した方がよいと受託者が考えて信託を結合するといった場
(9) 

合である。

本条は，信託の結合がかなり一般的に行われる可能性のある信託変更

方法であることを考えて，信託基本法のルールとして提案するものであ

るが，集団投資スキームにおける信託の結合などを念頭に商事信託の特

則を設けるのが適当であろう。

(3) 信託の分割 (D-2)

それまで 1つであった信託財産を分割して，以後，別々の信託として

管理運用するのが信託の分割である（以下では受益者をABとする P信

託をQRの2つ信託に分割する場合を想定する）。この中にも，①それ

までの受益者全員ABが新しい 2つの信託QRの受益者となる場合 (Q

信託の受益者AB, R信託の受益者ABとなる），②分割後の 2つの信

託で受益者が異なる場合（たとえば， AがQ信託の受益者， BがR信託

の受益者となるような場合）とがある。前者①では，分割の前後で受益

者の利益に原則として変化はないので，受益者の同意は不要である (1

信託あたりの信託財産が小額となることで規模の利益が失われる場合は

別）。しかし，後者②では， どの受益者がどちらの信託の受益者になる

かで利害の対立が生じないではない（この場合も，信託財産が同一銘柄

の株式であるといった場合に，これをを均等に分けるのであれば問題は

ない）。従って，原則的な）レールとしては，受託者が受益者の同意を得

て分割できるというのが適当である。さらに，委託者の同意は必要とし

ない代わりに，信託目的に反しないという要件を課すのが適当であろ

う。信託の分割もアメリカでは，エステイト・プランニングとして行わ

れるといわれている。当初は子供たち全員のために 1つの信託を設定し

（しかも裁量信託にしておき，信託利益はそれぞれの子の必要性を受託
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者が判断して給付するというものが多いと言われている），一定の年齢

に達したら，それぞれの子供のための単独の1言託に変更するというよう

な使われ方をすることがあるようである（前述②のような分割とな
(10) 

る）。また，信託財産の額が大きすぎると優遇税制を受けるられなくな

るために，分割することがあると言われている（この場合は，前述①の

ような分割となる）。その外にも，運用方針について受益者間に意見の

不一致がある場合などに，分割できると便利な場合があろう。

(4) 受託者の解任・辞任 (E)

受託者の解任は，受益者と当該受託者との関係を終了させる点で類似

する。しかし，信託の解除が信託の全面的終了をもたらすの対して（信

託財産が帰属権利者に与えられる），受託者の解任では信託自体は新し

い受託者のもとで継続する点が異なる。この点は，委任と異なるところ

であり，委任では受託者の解任は，同時に委任の終了である（民法651

条）。信託においては，この両者が異なるのは，信託財産を中心に，受

託者が交替しても信託が継続することが必要な場合があるからである。

現行信託法上は，自益信託について言えば，解除は受益者＝委託者に

よって原則として自由にできるが（信託法57条），受託者の解任は，そ

の任務違背その他の重大な事由が要件とされ， しかも裁判所に対して請

求する必要がある（信託法40条）。受託者解任の方がアンバランスに要

件が重い。裁判所の関与が要求されているのは，英米の信託において裁

判所に一般的に信託監督権能が与えられていることから受託者の解任に

も裁判所が関与している立場を日本の信託法がそのまま引き継いだこと

によるものであろう。しかし，裁判所に信託の一般的監督権能を認める

ことは適当ではない（契約については裁判所の監督権能はない）。ま

た，解任事由が制限されているのは，日本の信託が商事信託をも意識し

たものであり，信託継続に受託者の利益があることを考慮したものであ

ろう。この点で，民法の受任者の解任（＝委任の解除）と異なる。商事

信託の特則としては，解任を制限することも考えられるが，信託一般の

ルールとしては契約法のルールに近づけるのが適当である。
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受託者の辞任については，現行法でほぼ問題がない。本報告では省略

したい。

（資料：信託基本）レールの提案）

1. 信託設定段階での対処

A-1 （撤回権留保）

(1) 委託者の死亡時に効力が生じる信託は，その期限が到来するま

では，委託者は何時でもこれを撤回することができる。（遺言代用の信

託 ）、

(2) 前項の場合において，信託行為において委託者が撤回権を放棄

することができる。

A-2 （変更権・解除権の留保）

(1) 信託行為の定めにより，特定人に信託財産の管理・運用方法を

変更する権限を与えることができる。

(2) 変更権を有する者がその権利を行使した場合には，受益者の利

益にとって重要な変更については，遅滞なく受益者に通知することを要

する。

A-3 （裁量信託） 信託行為の定めにより，受託者に信託財産の処

分方法を変更する権限または信託を解除する権限を与えることができ

る。

く参考〉アメリカ統一信託法草案 (99年2月バージョン） 602条

2. 信託の事後的変更

B-1 （信託の変更の一般原則）

(1) 委託者および受託者は，受益者の承諾を得て，合意により信託

を変更することがでぎる。（注：信託財産の管理運用方法の変更だけで

なく，受益権の内容変更もできる）

(2) 委託者および受託者は，信託財産の管理運用を方法を，信託の

目的を害しない範囲で変更することができる。
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B-2 （事情変更の原則による信託の変更）

(1) 委託者・受益者・受託者は，事情の変更を理由として，信託の

変更を裁判所に求めることができる。

(2) 前項によって裁判所に信託の変更を求める受益者の権利は，信

託行為によって制限することができない。

〈参考〉現行信託法23条，兼営法 5, 条の 3' 貸付信託法 5 条• 6条，

証券投資信託法14条，アメリカ統一信託法草案410条． 411条

3. 特殊な変更

(1) 解除

C-1 （委託者と受益者の合意による終了）

(1) 受益者は委託者の同意を得て，何時でも信託を終了させること

ができる。

(2) 但し，信託行為で別段の定めをした場合は，この限りでない。

C-2 （受益者の意思のみによる解除）

(1) 信託の利益の全てを享受する受益者は，委託者の同意がない場

合であっても，信託の終了を裁判所に求めることができる。裁判所は，

信託目的を著しく害しないと考える場合には，信託の終了を命じること

ができる。

(2) 複数の受益者がいる場合に，一部の受益者は，倍託目的に反せ

ず，かつ，他の受益者を本質的に害することがない場合に限って，信託

の一部解除を裁判所に求めることができる。裁判所は，一部解除を相当

と認めた場合には，その受益者の受益権を評価して，信託財産の分配ま

たは金銭による支払を受託者に命じることができる。

C-3 （事情変更による解除）

(1) 受益者（単独でもよい）または受託者（単独でもよい）は，事

情の変更を理由として信託を終了ないし変更することを裁判所に求める

ことができる。

(2) 前項によって裁判所に信託の変更・終了を求める受益者の権利

は，倍託行為で制限することができない。
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〈参考〉現行信託法57条． 58条． 59条，証券投資信託法15条，アメリ

カ統一信託法草案410—412条

(2) 信託の結合・分割

D-1 （信託の結合）

(1) 受託者は，委託者および受益者の同意を得て，複数の信託を結

合することがでぎる。

(2) 受託者は，複数の信託の結合がそれぞれの信託の目的を害しな

い場合は，受益者の同意を得て，複数の信託を結合することがでぎる。

(3) 受託者は，受益者の権利を害しない場合には，裁判所の許可を

得て，複数の信託を結合することができる。

(4) 結合しようとする複数の信託に対して債権を取得した債権者

が，受託者と責任制限特約を締結している場合には，信託の結合にあ

たって受託者は，知れたる債権者に対して通知をし，異議ある債権者に

対しては弁済ないし担保を提供しなければならない。

D-2 （信託の分割）

受託者は，受益者の同意を得て，信託を分割することができる。但

し，信託目に反することになる場合は，この限りでない。

〈参考〉アメリカ統一信託法草案415条

(3) 受託者の解任・辞任

E-1 （受託者の解任）

(1) 裁判所は，以下の理由があるときは，委託者，受益者，他の共

同受託者の請求より，受託者を解任することができる。

①受託者がその任務に違反したとき

②信託財産の管理・運用の成績が長期にわたり同種の信託と比較し

て低いとき

③信託財産の管理・運用の能力が著しく低下したとき

④その他重大な事由があるとき

(2) 信託行為に別段の定めをすることにより，前項の事由がない場
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合であっても，受託の解任をすることができる。

(3) 受益者が複数いるときは，各自単独で第 1項の権利を行使する

ことができる。

く参考〉現行信託法47条・アメリカ統一信託法草案706条

E-2 （受託者の辞任）

(1) 受託者は，信託行為に定ある場合を除くの外，受益者および委

託者の承諾がない限り，その任務を辞することができない。

(2) 受託者は，やむをえない自由があるときは，その任務を辞する

ことができる。ただし，受益者に損害を与えたときは，その損害を賠償

しなければならない。

(3) 受託者は，裁判所の許可を得て，その任務を辞することができ

る。

(4) 委託者または受益者は，新受託者が選任されるまでの間，辞任

した受任者に信託事務を継続することを請求することができる。

〈参考〉現行信託法43条． 45条． 46条，民法651条． 654条，アメリカ

統一信託法草案705条

(1) 遺言代用の生前信託については，佐久間亨「遣言代用の生前信託に関

する一考察」信託法研究23号 3頁以下が詳しい。

(2) Restatement of Trust 2d, §330, Uniform Trust Act草案 (99年2月バー

ジョン）， sec.505na (2)など。なお，拙稿「現代信託法講義(2)」信託200

号掲載予定も参照。

(3) 裁量信託の利用可能性については， ドノバン •W·M ・ウォーターズ

（新井誠訳）「裁量信託の概念と利用法」信託法研究20号11頁以下。もっと

も，日本では裁量信託は，税法上の制約もあって実現が難しい。裁量信託

といえども，信託財産は委託者の財産からは切り離されているので，委託

者に課税するのは適当ではない。また，受益者Aや受益者Bもどれだけ利

益を享受するかどうかわからないから，受益者が課税されるのも適当では

ない。

(4) 信託の諸モデルついては，重複するが，拙稿「現代信託法講義 (1)」

信託199号7頁以下参照。
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(5) 受託者からさらに財産保管•財産管理を託されているカストデイアン

の行為について受託者がどこまで責任を負うかが前提として重要な問題と

なる（信託法26条との関係）。受益者に対する関係では直接責任を負わない

(26条3項の適用がない）カストデイアンの場合には，受託者が基本的にそ

の行為について責任を負うことになろう。このような意味でのカストデイ

アンを変更することは受益者の同意を得ないで変更できる。また，純粋に

受託者の履行補助者といえるような者については，受託者のみの判断でそ

の利用や変更ができる。

(6) 契約法の領域における事情変更の原則については，拙稿「履行障害」

『債権法改正の課題と方向』別冊NBL51号135頁。

(7) イギリス法では，処分能力のある受益者全員が合意すれば，信託目的

の如何に関わらず，信託を解除して信託利益を分配を受けることができる

というのが，ソーンダース対ヴォーティエ事件ルール(Saundersv. Vautier, 

(1841) Cr. &Ph. 240)として判例になっている。もっとも，この判例は〈信

託＝財産処分型〉の信託を念頭においたもので，ユニット・トラストなど

に使われる〈信託＝契約型〉ないし〈信託＝制度型〉には及ぼすべきでは

ないという主張もある (Sin,The Legal Nature of the Unit Trust, p.118)。

(8) 信託結合については，たとえばAnnotatedCode of Maryland, Corp. and 

Ass., §8. 501.1は， REIT間の結合のほかREITと他のビジネス・トラストと

が結合することを認める。なお， Ellison,Pensions Law and Practice, vol.l, 

Ch.8. 

(9) エステイト・プラニングとして行われる信託の結合については，

McGovern-Kurtz-Rein, Wills, Trusts and Estates,p.304 (1988)。親が，複数の

子供のために信託を設定するに際して，単一の信託を設定するか，子供1

人づつの信託を設定するか，を決定するが，後に単一の信託を分割した

り，複数の信託を結合することがよくあるという。

(10) McGovern-Kurtz-Rein, op.cit.,p.304。

（東京大学法学部教授 能見善久）
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